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１ 昭島市のあらまし 

 （１）沿 革 

    昭和36年（1961年）の夏､市域の多摩川で約200万年前の地層より、ヒゲクジラの化石が

発見された。これにより日本がまだ大陸と地続きであったであろう頃､昭島市は東京湾の海

岸であったと想定されている。また、北側に広がる立川段丘から南の多摩川に向かってな

だらかな傾斜が続き､湧き水に恵まれた地形により､早くから先人がこの地に住み着いてい

たことを市内各所に見られる縄文早期の遺跡からうかがい知ることができる。 

    本市において集落が形成されてから以降の変遷を追うと次のようになる。 

    鎌倉幕府が武蔵野台地の開墾を進めた結果､しだいに集落が形成され､村落の形態が整っ

たと言われている。戦国時代に高月城主・大石定重が多摩川対岸の滝山に城を築いたこと

により､市域､わけても拝島は城下町のような性格を帯び､活況を呈した。江戸幕府が日光東

照宮を建設するに及んで､市域は日光街道の要衝にあたる拝島を中心に人馬の継立場（宿場）

として栄えた。江戸時代から明治初期にかけて､市域には､東から郷地村､福島村､築地村､中

神村､宮沢村､大神村､上川原村､田中村､拝島村の９か村があった。 

    明治４年､廃藩置県の動きの中で神奈川県の管轄となり､明治17年には立川村とともに10

か村連合村を形成した。その後､明治22年の市町村制により立川村が独立､９か村での組合

村となった。さらに、明治26年には神奈川県から東京府に編入､明治35年には拝島村が独立､

昭和にはいり同３年には残り８か村が合併し昭和村となった。この頃は､生糸や織物が隆盛

であり､市域一帯が桑園化し全国屈指の養蚕村として栄えた｡ 

    しかしながら､昭和６年に満州事変､同12年に日中戦争が勃発し､立川飛行場に近い立地状

況から航空機産業が進出し､次第に産業のまちへと変貌した｡昭和16年には､昭和村が昭和町

として町制を施行､昭和29年には昭和町と拝島村が合併し､東京都で７番目､人口36,482人の

昭島市が誕生した。まちづくりの面では､工場誘致により､電子機器などの製造業が発展す

るとともに､都心から約35Ｋｍの通勤圏に位置することから公営住宅の建設も行われ､近郊

住宅地へとまちは移り変わった｡昭和63年には市人口も10万人に達し､平成９年には長年の

懸案であった新庁舎も完成、令和６年５月には市制施行70周年を迎える。 

    今後は、令和４年度から令和13年度までを計画期間とする新たな総合基本計画の将来都

市像「水と緑が育む ふるさと昭島～多様性と意外性のある楽しいまちを目指して～」の

確かな実現に向けて取り組みを進める。本計画の基本理念である「人間尊重」と「環境と

の共生」に基づき、安全・安心かつ利便性に富んだ都市基盤の整備と、昭島の地域特性を

十分に踏まえ、未来永劫、子々孫々に至るまで「ふるさととしての昭島」「住宅都市として

の昭島」を引き継ぎ、更なる発展を遂げるため、各般に渡る施策を展開していく。 
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 （２）概況 

 

位  置 
東経約139度20分～24分、北緯約35度41分～43分 都心から西方へ約35ｋｍ 

立川市、福生市、八王子市、日野市に接している 

地  勢 

海抜 最高170.72ｍ（拝島町六丁目（乙）60番地先） 

   最低 76.68ｍ（郷地町三丁目 ３番地先）河川部分を除く 

   武蔵野台地と呼ばれ、沖積層と洪積層の地質からなる。 

面  積 17.34平方キロメートル（東西6.06km、南北3.88km、周囲19.58 km） 

世  帯 55,690世帯（令和４年１月１日現在） 

人  口 113,829人 （令和４年１月１日現在） 

財  政 46,204,000千円（令和４年度一般会計当初予算） 

教育施設 
幼稚園７園（私立７）、小学校14校（市立13 私立１）、中学校７校（市立６ 私立１）、

高校３校（都立２ 私立１）、専門学校１校（私立） 

産  業 

事業所総数3,548（卸小売・飲食・宿泊業1,433 サービス業168 製造業264 建設業302 

不動産・物品賃貸業240 運輸・情報通信業110 金融・保険業42 その他989） 

 [平成28年経済センサス－活動調査より] 

都市計画 

都市計画区域面積1,733ｈａ 

  市街化区域面積1,440．2ｈａ（83.1％） 

  （住居系1,018.7ｈａ 工業系336.9ｈａ 商業系84.6ｈａ） 

  市街化調整区域 292.8ｈａ（16.9％） 

公 園 等 都市公園42  児童遊園49  一時開放子どもの広場５  

福祉施設 

保育園22（私立22） 幼保連携型認定こども園１（社会福祉法人） 

地域型保育事業５（株式会社等）  

児童センター 1（市立） 

高齢者福祉センター３（市立） 保健福祉センター１（市立） 

障害者通所等施設58（社会福祉法人等） 

（共同生活援助15、生活介護６、就労継続支援14、就労移行支援２、児童発達支援７、 

放課後等デイサービス14） 

高齢者福祉施設23（社会福祉法人等） 

（特別養護老人ホーム５、介護老人保健施設４、認知症対応型共同生活介護５、 

有料老人ホーム７、養護老人ホーム２） 
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昭島市人口の推移

区分

年次 総数 男 女 増減

昭和 ２９年 8,113 36,482 18,080 18,402 2,022 4.50
３０年 8,368 37,316 18,614 18,702 2,069 4.46
３５年 10,300 45,481 22,599 22,882 2,521 4.42
４０年 17,680 59,165 29,851 29,314 3,440 3.35
４５年 24,341 76,174 38,713 37,461 4,429 3.13
４６年 25,266 77,772 39,416 38,356 1,598 4,522 3.08
４７年 26,650 79,507 40,190 39,317 1,735 4,623 2.98
４８年 27,195 80,664 40,888 39,776 1,157 4,690 2.97
４９年 28,028 82,451 41,852 40,599 1,787 4,794 2.94
５０年 28,571 84,013 42,560 41,453 1,562 4,884 2.94
５１年 28,899 84,852 42,919 41,933 839 4,933 2.94
５２年 29,208 85,535 43,255 42,280 683 4,973 2.93
５３年 29,194 86,124 43,541 42,583 589 5,007 2.95
５４年 29,512 86,805 43,846 42,959 681 5,047 2.94
５５年 30,474 89,303 45,045 44,258 2,498 5,192 2.93
５６年 30,827 89,662 45,285 44,377 359 5,213 2.91
５７年 32,197 93,602 47,320 46,282 3,940 5,442 2.91
５８年 33,124 95,932 48,525 47,407 2,330 5,577 2.90
５９年 33,729 96,709 48,835 47,874 777 5,623 2.87
６０年 34,059 97,370 49,277 48,093 661 5,661 2.86
６１年 34,463 97,884 49,564 48,320 514 5,691 2.84
６２年 35,149 98,764 50,132 48,632 880 5,742 2.81
６３年 36,659 102,029 51,909 50,120 3,265 5,932 2.78

平成 元年 37,761 103,944 52,932 51,012 1,915 6,043 2.75
２年 38,608 104,848 53,430 51,418 904 6,096 2.72
３年 39,515 105,792 53,936 51,856 944 6,105 2.68
４年 40,176 106,512 54,230 52,282 720 6,146 2.65
５年 41,030 107,289 54,795 52,494 777 6,191 2.61
６年 41,659 108,037 55,153 52,884 748 6,234 2.59
７年 42,216 108,593 55,346 53,247 556 6,266 2.57
８年 42,597 108,709 55,367 53,342 116 6,273 2.55
９年 42,935 108,347 55,088 53,259 △ 362 6,252 2.52

１０年 43,223 108,068 54,870 53,198 △ 279 6,236 2.50
１１年 43,866 108,284 54,903 53,381 216 6,248 2.47
１２年 44,029 107,427 54,372 53,055 △ 857 6,199 2.44
１３年 44,804 107,828 54,516 53,312 401 6,222 2.41
１４年 45,446 108,157 54,690 53,467 329 6,241 2.38
１５年 46,697 110,135 55,696 54,439 1,978 6,355 2.36
１６年 47,414 110,861 55,948 54,913 726 6,397 2.34
１７年 47,649 110,894 55,898 54,996 33 6,399 2.33
１８年 48,638 111,976 56,362 55,614 1,082 6,461 2.30
１９年 49,458 112,568 56,643 55,925 592 6,496 2.28
２０年 50,108 112,985 56,872 56,113 417 6,520 2.25
２１年 50,373 112,774 56,768 56,006 △ 211 6,507 2.24
２２年 50,947 113,262 57,018 56,244 488 6,536 2.22
２３年 51,407 113,646 57,134 56,512 384 6,558 2.21
２４年 51,687 113,679 56,996 56,683 33 6,560 2.20
２５年 51,858 113,166 56,664 56,502 △ 513 6,561 2.18
２６年 52,070 112,905 56,429 56,476 △ 261 6,562 2.17
２７年 51,878 112,727 56,329 56,398 △ 178 6,563 2.17
２８年 52,517 112,897 56,363 56,534 170 6,564 2.15
２９年 52,807 112,789 56,222 56,567 △ 108 6,565 2.14
３０年 53,490 113,244 56,424 56,820 455 6,531 2.12
３１年 53,837 113,215 56,384 56,831 △ 29 6,529 2.10

令和 ２年 54,324 113,397 56,435 56,962 182 6,540 2.09
３年 55,010 113,552 56,417 57,135 155 6,549 2.06
４年 55,690 113,829 56,574 57,255 277 6,565 2.04

平成２５年からは、住民基本台帳法改正により、外国人住民を含む。

（単位：人）

昭和２９年は、５月１日現在。以下各年１月１日現在。住民基本台帳人口（外国人登録を含む）

人口 一世帯あ
たり人員

人口密度世帯数
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民生安定施設の助成による建設 

アキシマエンシス（教育総合福祉センター）（令和２年３月開設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した事業 

 

くじら祭大くじら作成 

（令和元年完成）  

 

 

 

                                  

 

 

                

アキシマクジラ化石複製品等作成 

      （令和２年完成） 
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     ２ 基地のあらまし 

 （１）沿 革 

    旧陸軍立川飛行場の付属施設として、昭和15年４月に瑞穂町から福生市につながる狭山

丘陵の広大な土地を買収し、「多摩陸軍飛行場」として314haの規模で発足した。 

    その後、昭和17年には、陸軍航空審査部が設置され、陸軍の新鋭機や試作機のテスト飛

行が行われていたが、終戦とともに昭和20年９月の米軍の進駐により接収（当時の滑走路

は約1,300ｍ）され、昭和21年には米軍により当時の村山町（現在の武蔵村山市）の字名を

採り「横田基地」と改称された。 

    朝鮮戦争の間に基地は拡張され、Ｂ－２９をもつ爆撃連隊が移駐し、主要な米軍基地と

なった。この頃から、航空機の大型化、ジェット化が進み、滑走路も昭和37年には、3,350

ｍとなり、更に基地も拡張（面積約700ha）され、国鉄八高線、国道16号線は、基地の外周

を迂回するよう移設された。 

    昭和39年には、Ｆ－１０５ＤとＫＣ－１３５を伴う戦術戦闘機中隊が板付基地から移駐

し、昭和42年には、Ｆ－４ファントム戦闘爆撃機も配備され、極東戦闘部隊の最重要基地

としての性格を強めていった。昭和46年には、戦闘部隊は、沖縄等に移駐し、戦闘基地と

しての性格は薄れたが、ベトナム戦争の激化に伴い輸送中継基地として、極東における重

要な基地となった。昭和47年には、ミドルマーカーが設置され、Ｃ－５ギャラクシー等大

型輸送機による輸送活動が活発に行われて航空機騒音等の被害が激化した。この状況のも

と、昭和40年～48年にかけて滑走路南側近く、飛行直下になる堀向地区の住民、570世帯の

集団移転が行われた。 

昭和48年１月、日米安全保障協議委員会で米空軍の関東平野地域における施設を横田基

地に整理・統合する計画、いわゆる「関東空軍施設整理統合計画（ＫＰＣＰ）」が決定され

た。この計画は、横田基地の機能強化と恒久使用をもたらすものであり、昭島市をはじめ

基地周辺市町は、国に対して抗議を行った。昭和49年11月には、在日陸海空軍の調整など

を主任務とする在日米軍司令部及び日本・韓国の米空軍を統括する第５空軍司令部が横田

基地に置かれ、極東戦略上重要な位置を占めることとなった。また、基地内の住宅、病院、

学校などの施設整備が行われ、横田基地の人口、施設密度は約２倍になった。関東地域に

駐留する米空軍は横田基地に整理・統合され、グリーンパーク、グランドハイツ、大和基

地、立川基地、府中基地、関東村などが日本に返還されることとなった。昭和50年９月に

は、Ｃ－１３０ハーキュリーズ輸送機を配備した第３４５戦術空輸部隊が移駐し、これま

で漸減していた航空機の飛行回数も増加し、旋回訓練により、長時間、広範囲にわたり騒

音被害が増加した。 

このような状況下、横田基地に離着陸する航空機の騒音等に悩む周辺住民により、昭和

51年以降累次にわたり横田基地関連訴訟が提起されてきた。令和３年１月に第９次横田基

地公害訴訟の判決が確定したことにより、それまでに提起された訴訟に関しては全て判決

が確定している。（訴訟内容等についてはP30「横田基地関連訴訟」参照） 
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この間、平成５年11月には、日米合同委員会において、横田基地における夜10時から翌

朝６時までの飛行制限について合意がなされた。 

    昭和58年１月には、横須賀基地を母港とする米海軍航空母艦ミッドウェイの艦載機の夜

間離着陸訓練（ＮＬＰ）がはじまった。平成３年９月からは米空母ミッドウェイに代わり

米空母インディペンデンスが、平成10年８月から米空母インディペンデンスに代わり米空

母キティホークが配備された。 

平成元年には、フィリッピン・クラーク基地から５部隊の移駐が行われ、さらに、整

理・統合によりクラーク基地にある第２１戦術空輸中隊を横田基地に移駐させ、横田基地

の第３１６戦術空輸群と合体して、第３７４戦術空輸航空団が新編成された。その後、平

成４年、第４７５航空団と第３７４戦術空輸航空団が合併し現在の第３７４空輸航空団に

再編成された。 

    現在は、在日米軍司令部、第５空軍司令部の他、基地の管理部隊である第３７４空輸航

空団が配属されており、指揮並びに極東各地に展開している米軍に対する物資・兵員の輸

送中継基地の役割を担っている。基地内施設整備として、平成13年３月から平成14年７月

にかけて、日本政府の負担により舗装盤の老朽化した滑走路の全面改修が行われた。 

 また、この間の平成13年９月11日に米国本土で同時多発テロが発生し、横田基地も厳戒

体制が取られた。我が国においてもこのテロ事件の対応として平成13年10月29日には「テ

ロ対策措置法」が制定され、米軍物資輸送支援の一環として航空自衛隊のＣ－１３０輸送

機も横田基地に飛来することとなった。 

    航空機騒音については、常駐機として配備されていたＣ－９ナイチンゲール医療空輸機

４機が平成15年９月に退役したこともあり、騒音測定結果からは飛行回数、総音量ともに

減少に向かった。これらの事情を背景として平成17年10月20日、20年ぶりに国の住宅防音

工事対象区域である第１種区域の一部指定区域等の見直しが告示され、この一部について

指定区域の解除告示が行われた。 

一方、平成17年10月29日、日米安全保障協議委員会（２＋２）による在日米軍再編に係

る中間報告、そして平成18年５月１日には再編最終合意がなされ、この中で横田基地につ

いては、共同統合運用調整所の設置、府中の航空自衛隊航空総隊司令部の移駐、横田空域

における民間航空機の航行円滑化に係る措置検討、横田飛行場のあり得るべき軍民共同使

用の具体的な条件や態様に関する検討が盛り込まれた。その後、平成20年９月には空域の

一部について､管制業務が日本に返還され、平成24年３月には航空自衛隊航空総隊司令部の

運用が開始されている。また、移駐に合わせ、日米司令部組織間が日本の防衛のための共

同対処に資する機能を果たすための共同統合運用調整所を設置し運用を開始している。軍

民共同使用に関しては、東京都を中心に検討が重ねられているが、現時点では結論は出て

いない｡ 

平成27年５月には、米国政府から日本政府に対し、平成29年後半にＣＶ－２２オスプレ

イ３機を横田基地に配備し、平成33年までに計10機配備する旨の接受国通報が行われたが、
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平成29年３月、米国防省は、横田基地に配備予定のＣＶ－２２オスプレイのうち、最初の

３機の到着を延期することについて公表した。この公表によれば、2020（平成32）米会計

年度に到着するとされていた。 

平成30年４月に在日米軍は、米空軍ＣＶ－２２オスプレイの横田基地への配備について、

太平洋地域における安全保障上の懸念に対応するため、平成29年に公表したスケジュール

の変更を発表し、平成30年10月1日にＣＶ－２２オスプレイ５機を横田基地に配備した。

2024年（令和６年）米会計年度までに段階的に計10機のＣＶ―２２オスプレイと約450人の

人員を横田基地に配備するとしている。 

   令和元年８月、国は半世紀余にわたり課題となっている美堀町2丁目及び3丁目に所在す

る国有地の利用について、その解決に向けて地元住民に対して説明会を行った。（P62「移

転後の国有地について」参照） 

   令和２年７月、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する

法律」が改正され、防衛施設関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300ｍの地域の

上空において小型無人機等の飛行が禁止された。 

   令和３年４月より横田飛行場周辺における告示後住宅防音事業の対象拡大により、平成

17年10月の区域見直しによって指定された85Ｗ以上の区域内の対象となる住宅は、平成17

年10月20日までに建築された住宅となった。 

   令和３年７月には、６機目のＣＶ―２２オスプレイが横田基地に配備された。 
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（２）概 況 

    横田基地は、極東各地に展開している米軍の部隊及び基地に対する物資・兵員の輸送中

継基地及び指揮の中枢基地となっている。また、平成24年３月26日に航空自衛隊航空総隊

司令部及びその関連部隊が、府中基地から横田基地に移転し、日米共同基地として航空自

衛隊横田基地の運用が開始された。 

 

①  所 在 地  立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町 

②  規 模 総面積 約7,136千㎡ 

（南北約4.5ｋｍ 東西約2.9ｋｍ 周囲約14ｋｍ） 

内訳（Ａ） 
 

 
内訳（Ｂ） 

市 町 村 名 面積（千㎡） 構成率（％） 

福 生 市 3,317  46.5  

瑞 穂 町 2,101  29.4  

武 蔵 村 山 市 990  13.9  

羽 村 市 417  5.8  

立 川 市 290  4.1  

昭 島 市 21  0.3  

計 7,136  100.0  

昭島市分内訳  引込線等 

 

   ③ 施設内容  

在日米軍 

・管理部隊 米空軍第３７４空輸航空団 

・使用部隊 在日米軍司令部 

第５空軍司令部 

米空軍第３７４空輸航空団 

（運用群、整備群、使命支援群、医療群） 

第７３０航空機動中隊 

沿岸警備隊極東支部 

米軍放送網（ＡＦＮ 旧ＦＥＮ） 

太平洋空軍音楽隊   等 

航空自衛隊 航空総隊司令部 

  航空戦術教導団司令部 

国・民有地 面積（千㎡） 構成率（％） 

国 有 地 7,075  99.1  

都 有 地 34 0.5  

民・公有地 27  0.4  

計 7,136  100.0  
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  作戦情報隊 

  作戦システム運用隊 

  横田気象隊 

  横田地方警務隊   等 

   

 

・航空自衛隊人員（令和４年１月現在）          約1,000人 

 

・滑走路 約3,350ｍ（延長）×約60ｍ（幅） 

           他に オーバーラン 約600ｍ（南側約300ｍ、北側約300ｍ）   
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○× 市民会館・公民館  
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＜横田基地常駐機＞ 

 

Ｃ－１３０ 

ハーキュリーズ輸送機Ｊ型 １４機 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Ｃ－１２ 

ヒューロン輸送・連絡機 ３機 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ＵＨ－１ 

ヒューイ ヘリコプター ４機 
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ＣＶ―２２ 

オスプレイ輸送機 ６機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な飛来機＞ 

  

ボーイング７４７チャーター機 

    （旅客・輸送機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボーイング７５７チャーター機 

     （旅客・輸送機） 
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ボーイング７６７チャーター機 

   （旅客・輸送機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－１７ 

グローブマスターⅢ輸送機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－５ 

  ギャラクシー輸送機 
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ＫＣ－１０ 

エクステンダー給油･輸送機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＣ－１３５ 

ストラトタンカー給油・輸送機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ－１６ 

ファイティングファルコン戦闘機 
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ＲＱ-４  

グローバルホーク無人偵察機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＶ-２２ 

  オスプレイ輸送機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（米空母艦載機） 

 

Ｆ／Ａ－１８ 

 スーパーホーネット（戦闘機） 
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 （３）経 緯 

 

年 月 内     容 

 昭和15年４月  旧日本軍立川飛行場の付属施設「多摩陸軍飛行場」として設置される 

昭和20年９月  米陸軍第１騎兵師団小分遣隊が進駐し接収、米軍第２航空輸送団が移駐 

昭和21年８月 
 米軍により、基地北東部、当時の村山町（現武蔵村山市）内の「字名」か

ら「横田基地」と命名される 

昭和25年６月 
 朝鮮戦争勃発、軍用機の大型化・ジェット化に伴い、基地の拡張が図られ

る 

昭和35年12月 
 埼玉県ジョンソン基地の滑走路施設返還により、第４１航空師団及び第３

爆撃連隊が、Ｂ－５７爆撃機とＦ－１０２迎撃戦闘機を伴い移駐 

昭和36年２月 
 昭島市、福生町、村山町、砂川町、瑞穂町の１市４町が「横田基地爆音対

策協議会」を発足 

昭和37年１月 
 滑走路南側に接近灯（アプローチ・ランプ）設置  

（滑走路3,350m） 

昭和39年５月 
 板付基地から、第３５、３６及び第８０戦術戦闘機中隊がＦ－１０５戦闘

機等を伴って移駐 

昭和42年10月  Ｆ－１０５が他へ移駐、Ｆ－４ファントム戦闘爆撃機が飛来 

昭和45年７月  超大型輸送機Ｃ－５ギャラクシーが初飛来 

昭和47年６月  基地南側にミドルマーカー（中間電波誘導信号所）設置 

昭和48年１月 
 第14回日米安全保障協議委員会で、関東空軍施設整理統合計画が合意さ

れ、空軍施設を横田基地へ集約することとなる 

昭和48年８月  ミドルマーカー（中間電波誘導信号所）作動開始 

昭和49年３月  昭島市掘向地区の移転指定区域内 570世帯が移転完了 

昭和49年11月 
 関東空軍施設整理統合計画に基づき、横田基地に在日米軍司令部と第５空

軍司令部が配置される 

昭和50年３月 
 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、横田基地を

特定防衛施設に指定 

昭和51年４月 
 航空機騒音に悩む基地周辺住民が、国を相手に「夜間飛行差し止め及び損

害賠償」で東京地裁八王子支部に提訴（第一次公害訴訟 41人） 

昭和52年11月  第二次公害訴訟 112人が提訴 

昭和54年８月 
 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、第１種区域

（85Ｗ以上）、第２種区域（90Ｗ以上）が指定される 
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年 月 内     容 

昭和55年９月 
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、第１種区域

（80Ｗ以上）が指定される 

昭和56年７月 
 第一次、第二次訴訟第一審判決（賠償勝訴、夜間飛行差し止め却下）国、

原告ともに控訴 

昭和57年７月  第一次、第二次訴訟団の家族605人からなる第三次訴訟提起 

昭和59年３月 
 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、第１種区域

（75Ｗ以上）が指定される 

昭和60年３月 30日、ミドルマーカー（中間電波誘導信号所）撤去 

昭和62年７月 
第一次、第二次訴訟高裁判決（賠償勝訴、夜間飛行差し止め却下） 

 国、原告ともに上告 

平成元年３月  第三次訴訟地裁判決 国、原告ともに控訴 

平成元年９月 
 フィリピン・クラーク基地から、Ｃ－９を伴って第２０航空医療空輸飛行

隊等５部隊が横田基地に移駐 

平成元年12月 
 クラーク基地からＣ－１３０を伴って、第２１戦術空輸飛行中隊が横田基

地に移駐 

平成３年８月  米軍飛行訓練が硫黄島で始まる 

平成４年４月 
 第４７５航空団と第３７４戦術空輸団が合併、第３７４空輸航空団に再編

成される 

平成５年２月 
第一次、第二次訴訟最高裁判決 過去分の賠償認定、夜間飛行差し止め却

下で確定 

平成５年10月 横田基地内航空機燃料漏れ事故判明（ 18,000ガロン、ドラム缶約 340本） 

平成５年11月 
 日米合同委員会で、「横田基地における夜10時から朝６時までの飛行制限に

ついて」合意 

平成６年３月 
第三次訴訟東京高裁判決 過去分の賠償認定、飛行差し止めと将来分の損

害賠償却下で確定  

平成６年12月 

 第四次公害訴訟提訴（横田基地飛行差し止め訴訟） 原告 320人 

 昼夜問わず市街地上空の訓練飛行の禁止、過去・将来の損害賠償などを求

める訴訟 

平成７年３月  横田基地で、陸軍・海軍・空軍・海兵隊の４軍合同防空演習実施 

平成７年10月  横田基地内航空機燃料漏れの除去作業開始 

平成８年４月 

 新横田基地公害訴訟団第一次提訴（原告 3,140人） 

 午後９時～午前７時までの飛行禁止などを求める訴訟を米国政府を含めて

提訴 
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年 月 内     容 

平成９年２月 新横田基地公害訴訟団第二次提訴（原告2,781人） 

平成９年４月 

 住宅防音工事対象区域の内、85WECPNL以上の区域について、これまで昭和

54年８月31日の在家が対象とされていたが、昭和59年３月31日の在家まで

拡大 

平成９年６月  米軍の山梨県北富士演習に伴い、横田基地に日本の民間機が初飛来 

平成９年８月  横田基地南側に誘導電波による計器着陸装置（ＩＳＬ）を設置 

平成10年４月 

平成９年から、アラスカ・エルメンドルフ空軍基地への配置換えが行わ

れ、横田基地常駐機は、Ｃ－１３０が13機、Ｃ－９が４機、Ｃ－２１が４

機、ＵＨ－１が４機となる 

平成10年７月 
 13日基地内、燃料引込み線のポンプステーション付近で給油ホースから航

空機燃料 30～50ガロン漏出 

平成10年12月  29日福生市内で、米兵２人と瑞穂町住人が争い、瑞穂町住人が重傷を負う 

平成11年４月 
 住宅防音工事、建替工事（10年以上経過し、継続性を有する）が対象とな

る 

平成12年５月 
 基地武蔵村山市側第17ゲートから日本人３名が進入、Ｃ－９に乗り込み掴

る 

平成12年７月 
 武蔵村山市中原から基地に向けて飛しょう弾２発が発射された 基地東側

誘導路付近で金属弾１個発見 

平成12年９月  立川市泉町都道で米兵による女性（72歳死亡）轢逃げ事故発生 

平成12年９月  ＮＬＰ（空母キティホーク艦載機の夜間離着陸訓練）が横田飛行場で実施 

平成13年３月  横田基地滑走路改修工事開始 

平成13年７月  新横田基地公害訴訟（八王子地裁支部）結審 

平成13年９月 
 11日、ニューヨーク世界貿易センタービル破壊など同時テロ発生、横田基

地厳戒体制に入る 

平成13年９月  横田基地米兵、酔って福生市立第一小学校のガラス破損 

平成13年12月  基地内のテロ警戒投光機、武蔵村山側基地隣接農作物に異常を与える 

平成14年２月 
 外務省、防衛施設庁、在日米大使、在日米軍はＮＬＰを硫黄島で原則実施

了解 

平成14年４月 

 新横田基地公害訴訟、米軍への「夜間や早朝の飛行差止め」上告に対し、

最高裁は「米軍の公的活動には日本の民事裁判権は及ばない」と判断、上

告棄却判決 

平成14年５月 
 15日夜、基地内で地上模擬爆破装置、サイレン、ジャイアントボイスを使

用した訓練が行われ、周辺住民から苦情・問い合せが殺到 

平成14年５月  23日、横田基地飛行差止め訴訟（ 359人）（八王子地裁支部）結審 
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年月 内   容 

平成14年５月  30日、新横田公害訴訟（約６千人）八王子地裁支部が判決 

平成14年６月  11日、新横田公害訴訟団判決不服として東京高裁に控訴 

平成14年７月 
 横田基地滑走路全面改修工事（平成13年３月から工事、路面補強、コンク

リート板敷設）が完了 

平成15年３月  横田基地に向けて金属弾ゲリラ 

平成15年５月 

 13日、横田基地飛行差止め訴訟、一審判決 飛行差止め及び訓練飛行の禁

止 棄却 将来分損害賠償 却下 過去分損害賠償額 約１億６千万円の

賠償命令 同月、原告・国双方が控訴  

平成15年５月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施 

平成15年７月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施 

平成15年９月  Ｃ－９航空機撤収。所管の第３７４航空医療搬送中隊解散 

平成15年10月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施 サイレン吹鳴は無し 

平成15年11月  新横田基地訴訟の控訴審が東京高裁で開始  

平成16年２月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施  

平成16年７月  ＮＬＰ（空母キティホーク艦載機の夜間離着陸訓練）が硫黄島で実施 

平成16年９月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施  

平成16年10月 
 新潟県中越地震の被害者支援のため、東京都と横田基地周辺５市1町の支援

物資が米軍の輸送機により横田基地から新潟空港に輸送された  

平成16年11月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施  

平成16年12月  新横田公害訴訟（東京高裁）結審 

平成17年１月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施  

平成17年１月 
 地上爆発模擬装置（グランドバーストシミュレータ）を使用した演習が行

われた 

平成17年３月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施 

平成17年９月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施 

平成17年10月 
 20日、住宅防音工事対象区域である第１種区域の一部指定区域解除の告示

がなされた 

平成17年10月 

 29日、日米安全保障協議委員会（２＋２）において在日米軍再編に係る中

間報告がなされ、横田基地については、共同統合運用調整所の設置、府中

の航空自衛隊航空総隊司令部の移駐、横田空域における民間航空機の航行

円滑化に係る措置検討が盛り込まれた 

平成17年11月 
 30日、新横田公害訴訟高裁判決。飛行差止め棄却 将来分損害賠償却下

（一部認定）、危険への接近不適用、過去分損害賠償額 約32億５千万円 
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年月 内   容 

 国は一部将来分の損害賠償について、原告は飛行差止めについて上告 

平成17年12月  運用即応演習（ジャイアントボイス）実施 

平成18年５月  ＮＬＰ（空母キティホーク艦載機の夜間離着陸訓練）が硫黄島で実施 

平成18年５月 

１日、日米安全保障協議委員会（２＋２）において、在日米軍再編に係る

最終合意がなされた 中間報告で盛り込まれた内容について、その具体的

な実施日程を含めた計画を「再編実施のための日米のロードマップ」とし

て発表                                                                               

平成18年10月  ＮＬＰ（空母キティホーク艦載機の夜間離着陸訓練）が硫黄島で実施 

平成19年５月  ＮＬＰ（空母キティホーク艦載機の夜間離着陸訓練）が硫黄島で実施 

平成19年５月 
新横田公害訴訟最高裁判決。審査終了後の損害賠償、飛行差止め却下で確

定 

平成19年10月  ＮＬＰ（空母キティホーク艦載機の夜間離着陸訓練）が硫黄島で実施 

平成20年３月  ＮＬＰ（空母キティホーク艦載機の夜間離着陸訓練）が硫黄島で実施 

平成19年７月 横田飛行差し止め訴訟（東京高裁）結審 

平成20年７月 

17日、横田基地飛行差止め訴訟控訴審判決 飛行差止め 棄却。将来分損

害賠償却下、危険への接近 不適用、過去分損害賠償額 約１億９千万円 

原告は飛行差止めについて上告  

平成20年９月 横田空域の一部返還 

平成21年４月 横田飛行差止め訴訟上告棄却 

平成21年５月 
 ＮＬＰ（原子力空母ジョージ・ワシントン艦載機の夜間離着陸訓練）が硫

黄島で実施 

平成22年５月 
 ＮＬＰ（原子力空母ジョージ・ワシントン艦載機の夜間離着陸訓練）が硫

黄島で実施 

平成23年３月 基地が東日本大震災への支援「ともだち作戦」の拠点となる 

平成23年３月 航空自衛隊航空総隊司令部の一部の移転が始まる 

平成24年１月 運用即応演習が行われる 

平成24年１月 サムライサージ及び物資投下訓練が行われる 

平成24年２月 運用即応演習が行われる 

平成24年３月 緊急管理演習が行われる 

平成24年３月 運用即応演習が行われる 

平成24年３月 航空自衛隊航空総隊司令部の移転が完了する 

平成24年４月 
第３７４空輸航空団整備中隊所属の上等空兵が港区六本木で傷害事件を起

こし、現行犯逮捕 

平成24年５月 緊急管理演習が行われる 
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年月 内   容 

平成24年６月 サムライサージ及び投下等訓練が行われる 

平成24年７月 運用即応演習が行われる 

平成24年７月 航空機の運用訓練が行われる 

平成24年10月 パラシュート降下訓練が行われる 

平成24年11月 運用即応演習が行われる 

平成24年12月 

 第９次横田基地公害訴訟 137人が提訴 

 午後７時～午前８時までの飛行禁止、過去及び将来の騒音被害に対する損

害賠償などを求める訴訟 

平成25年１月 緊急管理演習が行われる 

平成25年２月 即応準備週間が行われる 

平成25年３月 緊急管理演習が行われる 

平成25年３月 

 第２次新横田基地公害訴訟 905人が提訴 

午後７時～午前７時までの飛行禁止、過去及び将来の騒音被害に対する損

害賠償、これまでＷ値（うるささ指数）75以上の地域住民のみに認められ

ていた賠償の範囲を70以上まで広げるなどを求める訴訟 

平成25年４月 
横田基地第７３０航空機動中隊所属の上級空兵が福岡市で窃盗事件を起こ

し、現行犯逮捕 

平成25年６月 編隊飛行訓練が行われる 

平成25年６月 パラシュート降下訓練が行われる 

平成25年７月 
 横田基地に勤務する米軍属の米国人の男とその息子が、福生駅付近で日本

人暴行被疑事件を起こし、その後、逮捕 

平成25年７月 運用即応演習が行われる 

平成25年７月  第２次新横田基地公害訴訟 173人が追加提訴 

平成25年８月 編隊飛行訓練が行われる 

平成25年８月 パラシュート降下訓練が行われる 

平成25年９月  武蔵村山市内で、横田基地所属の米軍人による交通事故が発生 

平成25年10月 即応準備週間が行われる 

平成25年10月 編隊飛行訓練が行われる 

平成25年10月 
 福生市内のアクセサリー店で、横田基地所属の米軍属家族が強制わいせつ

事件を起こし、平成26年２月24日に逮捕 

平成25年11月 人員降下訓練が行われる 

平成26年２月 人員降下訓練が行われる 

平成26年３月 サムライ即応監査が行われる 

平成26年３月 人員降下訓練が行われる 
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年月 内   容 

平成26年４月 人員降下訓練が行われる 

平成26年４月 編隊飛行訓練が行われる 

平成26年５月 サムライ即応監査が行われる 

平成26年６月 人員降下訓練が行われる 

平成26年７月 人員降下訓練が行われる 

平成26年７月 サムライ即応演習週が行われる 

平成26年７月 緊急管理演習が行われる 

平成26年８月 人員降下訓練が行われる 

平成26年９月 人員降下訓練が行われる 

平成26年10月 人員降下訓練が行われる 

平成26年11月 日米共同統合演習に伴う横田基地における日米共同訓練が行われる 

平成26年11月 
 同月25日午前１時30分から約１時間、基地内放送システムの誤作動により

スピーカー１箇所から非常に大きなサイレン音が鳴り続ける 

平成26年12月 人員降下訓練が行われる 

平成27年１月 人員降下訓練が行われる 

平成27年１月 サムライ即応監査が行われる 

平成27年２月 人員降下訓練が行われる 

平成27年３月 人員降下訓練が行われる（４月２日まで） 

平成27年５月 サムライ即応監査が行われる 

平成27年５月 
 米国政府から日本政府に対し、横田飛行場へのＣＶ－２２オスプレイ配備

に関する接受国通報 

平成27年８月 警戒対応能力の訓練が行われる 

平成27年９月 
 国道16号牛浜北通り入口交差点付近で、横田基地関係車両から未消尽弾１

個と空薬きょう269個が落下し道路に散乱 

平成27年９月 人員降下訓練が行われる 

平成27年10月 
 日本政府は、米国政府から提供を受けた、「ＣＶ－２２の横田飛行場配備に

関する環境レビュー」を公表 

平成27年11月 サムライ即応監査が行われる 

平成27年11月 人員降下訓練が行われる 

平成27年12月 
リュックサックを背負った侵入者があったため、基地住民の安全と基地の

保全のため、すべてのゲートが一時閉鎖される 

平成28年１月 人員降下訓練が行われる 

平成28年２月 
訓練・監査（基地外の公共衛生施設との連絡調整）が行われる 

（３月１日まで） 
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年月 内   容 

平成28年３月 人員降下訓練が行われる 

平成28年３月 飛行訓練が行われる 

平成28年４月 
熊本地震の被災地域で行われている災害救援活動を、横田基地所属Ｃ－１

３０輸送機により支援 

平成28年４月 人員降下訓練が行われる 

平成28年５月 災害時における人道支援の要請等に対する対応力の訓練が行われる 

平成28年５月 人員降下訓練が行われる 

平成28年７月 人員降下訓練が行われる 

平成28年７月 サムライ即応演習週が行われる 

平成28年８月 
横田飛行場とＩＨＩ瑞穂工場隣接地におけるゲートの設置（車止めを含

む）に係る工事が完了 

平成28年10月 人員降下訓練が行われる 

平成28年10月 
日米共同統合演習に伴う横田基地における日米共同訓練が行われる（11月

11日まで） 

平成28年11月 人員降下訓練が行われる 

平成28年11月 演習・監査（自然災害への対応訓練） 

平成28年12月 緊急時における部隊の即応性訓練 

平成29年１月 人員降下訓練が行われる 

平成29年１月 部隊別の即応性訓練 

平成29年２月 サムライ即応監査が行われる 

平成29年２月 人員降下訓練が行われる 

平成29年３月 基地内警戒態勢の強化訓練 

平成29年３月  １日、第２次新横田基地公害訴訟（東京地裁立川支部）結審 

平成29年３月 

３日基地内、フライトライン上のコンクリートパッドにおいて、横田基地

所属Ｃ-１３０Ｈの整備中に燃料漏れがあり、約100ガロンほどの燃料が流

出 

平成29年３月  Ｃ－１３０輸送機をＨ型から新型のＪ型に交替（全14機を順次交替） 

平成29年３月 人員降下訓練が行われる 

 平成29年４月 人員降下訓練が行われる 

平成29年４月 空母ロナルド・レーガン艦載機(ＦＣＬＰ)の着陸訓練が硫黄島で行われる 

平成29年４月 関東航空機空中衝突防止対策会議が開催される 

平成29年５月 福生市内で横田基地に勤務している米軍属による交通事故が発生 

平成29年５月 
米空軍グローバル・ホークの横田基地への一時展開される 

10月に帰投する 
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年月 内   容 

平成29年６月 部隊別の即応性訓練が行われる 

平成29年６月 ＰAＳ（パブリック・アドレス・システム）の試験放送が行われる 

 平成29年６月 横田基地内住宅地区にて不発弾（古い銃弾の入った箱）が発見される 

平成29年７月 人員降下訓練が行われる 

平成29年８月 サムライ即応演習が行われる 

平成29年８月 ＰＡＣ－３展開訓練が行われる 

平成29年８月 日米共同実動訓練（オリエントシールド）が東富士演習場等で行われる陸

上自衛隊と同訓練に参加する米陸軍の人員等の輸送のための航空機が飛来

する 

平成29年９月  人員降下訓練が行われる 

 平成29年10月 11日、第2次新横田基地公害訴訟一審判決(東京地裁立川支部第19回口頭弁

論判決言い渡し)自衛隊機の離着陸等の差し止めは却下 米軍機の離着陸等

の差し止め棄却 損害賠償は、告示コンターによる75Ｗ以上の地域の住居

者のみ認める 将来分は却下 差止、将来請求分の損害賠償請求を求め東

京高裁へ控訴  

平成29年10月 16日、最後のＣ-１３０Ｈ輸送機２機が帰投 

平成29年10月 サムライ即応監査が行われる                          

平成29年10月 米空軍グローバル・ホーク10月に帰投する 

平成29年10月 人員降下訓練が行われる 

平成29年11月 人員降下訓練が行われる 

平成29年11月 物料投下訓練が行われる 

平成29年11月 サムライ即応監査が行われる 

平成29年12月 ＦＡ-１８ ４機が飛来し、タッチアンドゴーを行われる 

平成29年12月 防衛施設周辺放送受信事業（ＮＨＫ放送受信料の助成制度）について見直

しが公表された 

平成30年１月 習志野演習場における降下訓練始めに参加する米陸軍第1特殊作戦部隊（沖

縄）が航空機で飛来 （横田基地から習志野演習場までに車両で移動） 

平成30年１月 羽村市で横田基地内勤務の米軍属の酒気帯び運転による交通事故が発生 

平成30年１月 人員降下訓練が行われる 

平成30年３月 サムライ即応監査が行われる 

平成30年３月 人員降下訓練が行われる 

平成30年３月 日米施設部隊による飛行場被害復旧等訓練が行われる 

 

 

平成30年４月 在日米軍は、太平洋地域における安全保障上の懸念に対応するため、平成 
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年月 内   容 

平成30年４月 29年に公表したスケジュールを変更し、同年夏頃に５機のＣＶ-２２オスプ 

レイを横田飛行場へ配備すると発表 

平成30年４月 人員降下訓練が行われる 

平成30年４月 19日、20日、人員降下訓練が行われる(無通告) 

平成30年４月 27日、残りの２機が横田基地に到着し、Ｃ－１３０Ｊ輸送機（全14機）へ

の交替が完了 

平成30年５月 編隊飛行訓練(「サムライ・サージ」)が行われる 

平成30年５月 ＦＣＬＰ（陸上模擬着艦訓練）が硫黄島で実施される 

 平成30年６月 サムライ即応監査が行われる 

 平成30年６月 

 

人員降下訓練が行われる 

平成30年６月 台風からの緊急避難のため、嘉手納飛行場に駐機しているＫＣ－１３５及

びＣ―１３０Ｈ （計８機）３機が横田基地へ飛来 

平成30年７月 沖縄県への台風接近に伴う米軍機（ＫＣ－１３５及びＲＣ－１３５ 計７

機）の横田飛行場への避難 

平成30年８月 人員降下訓練が行われる(無通告) 

平成30年８月 サムライ即応監査が行われる 

平成30年８月 米軍嘉手納基地所属の輸送機及び空中給油機計10機程度が、台風の接近に

伴う緊急避難のため横田基地に飛来 

平成30年８月 人員降下訓練が行われる（無通告） 

 平成30年９月 人員降下訓練が行われる 

平成30年10月 ＣＶ-２２オスプレイ5機が配備される 

平成30年10月 日米共同統合演習(実動演習)が実施される 

平成30年10月 サムライ即応監査が行われる 

平成30年10月 日米施設部隊による飛行場被害復旧等訓練が行われる 

平成30年10月 人員降下訓練が行われる 

平成30年11月 人員降下訓練が行われる 

平成30年11月 編隊飛行訓練（サムライ・サージ）が行われる 

平成30年11月 30日 第９次横田基地公害訴訟一審判決(東京地裁立川支部) 自衛隊の離

着陸、音量規制等は却下、米軍の離着陸、音量規制等は棄却 過去の分に

ついての損害賠償を認める 将来分は却下 自衛隊・米軍の離着陸、音量

規制等、将来請求分の損害賠償請求を求め東京高裁に控訴 

平成31年１月 習志野演習場における降下訓練始めに参加する米陸軍第1特殊作戦部隊（沖 

縄）が航空機で飛来（横田基地から習志野演習場まで車両で移動） 
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年月 内   容 

平成31年１月 

 

人員降下訓練が行われる 

平成31年２月 天候不良により、Ｆ－２２及びＫＣ－１３５が横田飛行場へダイバード 

平成31年３月 人員降下訓練が行われる 

平成31年３月 日米施設部隊による飛行場被害復旧等訓練（消防訓練）が実施される 

平成31年３月 人員降下訓練が行われる(無通告) 

平成31年４月 １日、３日、５日、12日、人員降下訓練が行われる(無通告) 

 令和元年５月 人員降下訓練が行われる 

令和元年５月 サムライ即応監査が行われる 

令和元年５月 空母ロナルド・レーガン艦載機着陸訓練（ＦＣＬＰ）が硫黄島で行われる 

令和元年５月 羽村市内及び福生市内で横田基地所属の軍人が酒気帯び運転による物損事

故 

令和元年５月 人員降下訓練が行われる 

令和元年５月 千葉県において第374空輸航空団所属の人員が酒気帯びによる物損事故 

令和元年６月 ６日、第２次新横田基地公害訴訟東京高裁第5回口頭弁論判決言い渡し 過

去の損害賠償(告示コンターによる75Ｗ以上の地域の居住者のみ)は認める 

自衛隊機の離着陸等の差止めは却下 米軍機離着陸等の差止めは棄却 将

来分は却下 最高裁に上告、上告受理申立 

令和元年7月 1日、ＣＶ-２２オスプレイ運用部隊の交代により、第21特殊作戦部隊及び

第753特殊作戦航空機整備中隊による運用が開始される 

令和元年７月 日出生台演習場において、陸上自衛隊による米空軍機からの空挺降下訓練

の実施にあたり、隊員を演習場まで輸送するため横田基地を使用 

 

 

 

 

令和元年７月 

 

基地内警戒態勢の強化訓練が行われる 

令和元年７月 人員降下訓練が行われる 

令和元年７月 横田基地において航空機空中衝突防止会議を開催される 

令和元年８月 横田飛行場に米空軍グローバル・ホーク4機が一時展開 

令和元年８月 サムライ即応監査が行われる 

令和元年８月 「美堀町２丁目及び３丁目に所在する国有地の利用について」北関東防衛

局による住民説明会が開催される 

令和元年８月 日米施設部隊による飛行場被害復旧等訓練が行われる 

令和元年９月 日米施設部隊による飛行場被害復旧等訓練が行われる 

令和元年９月 横田基地日米友好祭へ陸上自衛隊陸上総隊第１空挺団が参加し、空挺降下

の展示が行われる 

令和元年９月 

 

人員降下訓練が行われる 
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年月 内   容 

令和元年10月 福生市において横田基地所属の軍人が酒気帯びによる物損事故 

令和元年10月 ＣＶ－２２オスプレイの目視情報提供が終了 

令和元年10月 日米施設部隊による飛行場被害復旧等訓練が行われる 

令和元年10月 サムライ即応監査が行われる 

 令和元年10月 米空軍グローバル・ホーク4機グアムに帰投 

令和元年11月 日出生台演習場及び航空自衛隊築城基地において、国内における横田基地

所属の米空軍機からの空挺降下訓練が行われる 

令和２年１月 習志野駐屯地において、横田基地所属部隊及び米空軍機の参加による日米

空挺降下の展示が行われる 

令和２年１月 ＫＣ－１３５がエンジントラブルのため横田基地に着陸 

令和２年１月 横田基地に向かっていた米軍のチャーター機が燃料不足のため成田空港に

着陸 

令和２年１月 横田基地において抜き打ち演習を実施 

 令和２年１月 23日、第９次横田基地公害訴訟控訴審判決(東京高裁) 自衛隊の離着陸、

音量規制等は却下 米軍の離着陸、音量規制等は棄却 過去分についての

損害賠償を認める 将来分は却下 

令和２年２月 航空機訓練が行われる 

令和２年２月 日米共同統合防災訓練が行われる 

令和２年２月 第９次横田基地公害訴訟原告団が最高裁に上告 

令和２年５月 大規模な編隊飛行訓練が行われる 

令和２年５月 空母ロナルド・レーガン艦載機発着訓練（ＦＣＬＰ）が硫黄島で行われ 

 る 

令和２年５月 横田飛行場に米空軍グローバル・ホーク６機が一時展開 

令和２年６月 人員降下訓練が行われる 

   令和２年7月 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する 

法律」が改正され、防衛施設関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむ 

ね300ｍの地域 の上空において小型無人機等の飛行が禁止される 

令和２年７月 玉城寺原演習場及び航空自衛隊百里基地において、陸上自衛隊陸上総隊第

１空挺団による米空軍機からの降下訓練が行われる 

令和２年７月 奥多摩町において横田基地所属の軍属が飲酒運転による交通事故 

令和２年７月 立川市において横田基地所属の空軍兵が酒気帯び運転による交通事故 

 令和２年８月 

 

サムライ即応監査が行われる 

令和２年８月 

 

人員降下訓練が行われる 
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年月 内   容 

令和２年８月 

 

 

   北海道大演習場及び航空自衛隊千歳基地における陸上自衛隊陸上総隊第１

空挺団による米空軍機からの降下訓練が行われる 

令和２年８月 人員降下訓練が行われる 

令和２年９月 習志野演習場及び海上自衛隊厚木航空基地における陸上自衛隊陸上総隊第

１空挺団による米空軍機からの降下訓練が行われる 

令和２年９月 米空軍グローバル・ホーク6機がグアムへ帰投 

令和２年10月 福生市において横田基地所属の軍属が酒気帯運転による物損事故 

令和２年10月 日米共同統合訓練(実動演習)が行われる 

令和２年10月 サムライ即応監査が行われる 

  令和２年11月 

 

日米施設部隊による滑走路被害復旧訓練が行われる 

令和２年11月 横田基地から基地外の処分所に運ばれた土から50口径(12.7ml)弾1発発見さ

れる（1940年代製造の未使用のもの 長年にわたり地下に埋まっていたも

の） 

令和２年12月 ９日、第２次新横田基地公害訴訟 最高裁の上告棄却により判決確定 

 令和３年１月 日米空挺降下訓練が行われる 

令和３年１月 人員降下訓練が行われる 

令和３年１月 横田基地内で狙撃事件があっという想定での演習【ＰAＳ（パブリック・ア

ドレス・システム）使用】が行われる 

令和３年１月 27日、第９次横田基地公害訴訟 最高裁がの告棄却により判決確定 

 令和３年２月 人員降下訓練が行われる 

令和３年３月 東富士演習場及び横田基地において陸上自衛隊陸上総隊第１空挺団による

米空軍機からの降下訓練が行われる 

令和３年３月 あきる野市において日米地位協定が適用されるメンバーが関与する飲酒運

転による（飲酒検査の結果、法的制限値を超えていた）自動車事故 

令和３年４月 横田飛行場周辺における告示後住宅防音事業の対象が拡大 

平成17年10月の区域見直しによって指定した85W以上の区域内にある対象住

宅の範囲が、平成17年10月20日までに建築された住宅となる 

令和３年４月 人員降下訓練が行われる 

令和３年４月 サムライ即応監査が行われる 

令和３年４月 

 

人員降下訓練が行われる 

令和３年５月 習志野演習場及び横田基地における陸上自衛隊陸上総隊第1空挺団による米

空軍機からの降下訓練が行われる 

令和３年５月 空母ロナルド・レーガン艦載機発着訓練（ＦＣＬＰ）が硫黄島で行われる 
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年月 内  容 

令和３年６月 横田飛行場に米空軍グローバル・ホーク６機が一時展開 

令和３年６月 人員降下訓練が行われる 

令和３年７月 横田基地にＣＶ-２２オスプレイ1機が追加配備 

 令和３年７月 

 

 

人員降下訓練が行われる 

令和３年７月 東富士演習場及び横田基地における陸上自衛隊陸上総隊第1空挺団による米

空軍機からの降下訓練が行われる 

令和３年８月 サムライ即応監査が行われる 

令和３年８月  

 

陸自第1空挺団の米国における米陸軍との実動訓練が行われる 

令和３年９月 日英米蘭加共同訓練(ＰＣ２１)が行われる 

令和３年10月 米空軍グローバル・ホーク6機がグアムに帰投 

令和３年10月 サムライ即応監査が行われる 

令和３年11月  

 

日出生台演習場及び横田基地における陸上自衛隊陸上総隊第１空挺団によ

る米空軍機からの降下訓練が行われる 

令和３年11月 国内における米海兵隊との実働訓練に横田基地所属のＣＶ―２２オスプレ

イが参加                                                                                                                                                                                      

自衛隊統合演習 令和３年12月 日米施設部隊による滑走路被害復旧訓練が行われる 

令和３年12月 人員降下訓練が行われる 

令和４年１月 

 

習志野演習場での降下訓練始において、人員輸送のため横田基地が使用さ

れる 

 令和４年１月 令和３年度第４回国内における米空軍機からの降下訓練が行われる 人員

輸送のため横田基地が使用される 

※ 記載内容は、令和４年３月３１日現在 
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横田基地関連訴訟 

 

 

訴訟 提訴年月日 原告数 被告 訴訟主内容 経過・判決

横田基地公害訴訟 1976年4月28日 ①夜9時～翌朝7時までの離着陸禁止 1993年2月25日

（第一次訴訟） （昭和51年） 41人 国 ②過去分の損害賠償 （平成5年）

東京地裁八王子支部 ③将来分の損害賠償 最高裁判決

②　認定

①③却下

横田基地公害訴訟 1977年11月17日

（第二次訴訟） （昭和52年） 112人 国

東京地裁八王子支部

横田基地公害訴訟 1982年7月21日 ①夜9時～翌朝7時までの離着陸禁止 1994年3月30日

（第三次訴訟） （昭和57年） 605人 国 ②過去分の損害賠償 （平成6年）

東京地裁八王子支部 ③将来分の損害賠償 高裁判決

②　認定

①棄却③却下

横田基地飛行差し止め 1994年12月12日 ①夜9時～翌朝7時までの離着陸禁止 2009年4月10日

訴訟 （平成6年） 320人 国 ②過去分の損害賠償 （平成21年）

　　　（第一次訴訟） 東京地裁八王子支部 ③将来分の損害賠償 最高裁上告棄却の決定

④昼夜を問わず市街地上空での訓練 2008年7月17日の高裁判決確定

飛行の禁止 ②　認定

③　却下

①棄却④却下

横田基地飛行差し止め 2000年8月24日

訴訟 （平成12年） 39人

　　　（第二次訴訟） 東京地裁八王子支部

新横田基地公害訴訟 1996年4月10日 ①夜9時～翌朝7時までの離着陸禁止 2007年5月29日

（第一次訴訟） （平成8年） 3,140人 国 ②過去分の損害賠償 （平成19年）

東京地裁八王子支部 ③将来分の損害賠償 最高裁判決

米国 ④夜間早朝の離着陸禁止実現のため ②　認定

日米合同委員会で米国政府と交渉す ①③却下

新横田基地公害訴訟 1997年2月14日 2,781人 る義務が国にあることの確認 ④棄却（2002年（平成14年）

（第二次訴訟） （平成9年） 　         4月最高裁）

東京地裁八王子支部 　

新横田基地公害訴訟 1998年4月20日

（第三次訴訟） （平成10年） 37人

東京地裁八王子支部

第9次横田基地公害訴訟 2012年12月12日 ①夜7時～翌朝8時までの離着陸禁止 2021年1月27日

（平成24年） 128人 国 ②それ以外の時間帯については損音 （令和3年）

東京地裁立川支部 ＋ 　の音量規制 最高裁上告棄却の決定

16人 ③旋回や急上昇、急降下訓練の禁止 2020月1月23日の高裁判決確定

（2014年（平成26年） ④過去分の損害賠償

8月7日追加提訴） ⑤将来分の損害賠償

④認定

⑤却下

第2次新横田基地公害訴訟 2013年3月26日 ①夜7時～翌朝7時までの離着陸禁止

（平成25年） 905人 国 ②過去分の損害賠償

東京地裁立川支部 ＋ ③将来分の損害賠償

173人 ④これまでｗ値（うるささ指数）

　７５以上の地域住民にのみに認め

　られていた賠償の範囲を７０以上

　まで広げる ②認定

③却下
④告示コンターによる75Ｗ以
上の地域の居住者のみ認め
る。

   (2013年（平成25年）
    7月追加提訴）

2020年12月9日(平成2年)最高
裁上告棄却し、上告審として
受理しないと決定。2019年6月
6日(平成元年)の高裁判決が
確定

①②③自衛隊機は却下、米軍
機は棄却

①自衛隊機は却下、米軍機は
棄却
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３ 航空機騒音 

 （１）騒音問題 

    本市は、横田基地に隣接し滑走路の南側、飛行直下に位置することから、航空機騒音が

市民生活をはじめまちづくりに与える影響は非常に大きなものである。市にとって基地周

辺整備対策は重要な行政課題となっており、積極的な取組を行っている。 

    騒音の影響としては、昭和20～30年代にかけての軍用機の大型化・ジェット化に伴い騒

音問題が一層深刻化し、昭和40年代に飛行直下にあたる堀向地区の570世帯の集団移転が行

われた。市宅地造成による東ノ岡団地に153世帯、それ以外の市内移転170世帯、他の世帯

は市外へそれぞれ移転が行われた。なお、他の飛行コースにあたる地域については、昭和

50年から国の法律により一定の基準に基づき個人住宅の防音工事がはじめられたが、市民

要望に対し十分とは言えず指定区域の拡大、整備内容の充実等について国に対し要請を行

っている。また、テレビの映像、電話使用時における会話などにも影響があり、テレビに

ついては、昭和39年から受信料が半額となり、その後範囲が拡大され、現在は市域の約６

割が対象となっている。さらに範囲の拡大と電話通話料の助成措置等について要請を続け

ている。 

    公共施設に関しては、騒音が子どもの学習等に重大な妨げとなることによる小中学校を

はじめとして、保育園、学習等供用施設、庁舎等、国の補助を受けて防音工事（高気密防

音サッシ、冷暖房設備など）を実施しているところであるが、市の財政負担も大きく、国

に対し、補助額、対象施設の拡大について要請を行うとともに飛行訓練の中止等騒音の軽

減に向けて、米軍に対しても要請を行っているところである。 

    一方、前項で触れた昭島市民が参加している横田基地に係る公害訴訟に関して、平成25

年までに提起されたものについては、全て判決が確定している。市は訴訟団に対し、物心

両面からの支援を行った。 

 

（２）騒音調査 

    本市は、飛行直下に位置し、航空機騒音によって、市民生活や都市整備にさまざまな影

響を受けており、これらの実態を把握するため、昭和38年にポータブル指示騒音計により

航空機騒音調査を開始し、以後、今日まで継続して調査を行っている。 

    当初、ポータブル指示騒音計では、自動的に記録ができず、夜間の調査も困難であった

が、昭和44年、東京都公害研究所の委託を受け、高速レベルコーダーによる本格的な調査

が行われるようになった。昭和47年からは、現在のデジタル式騒音測定機に変わり、翌48

年10月から新たにコンピューターテープを取り付け、資料収集の正確性が一段と高められ

た。一定以上の音が５秒間以上継続した時に自動的に記録するようデジタル式騒音測定機

をセットし、騒音発生年月日、時刻、騒音最高値、継続時間などを24時間継続測定してい

る。 
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近年、従来の飛行ルート以外の地域からの苦情が多くなったことから、飛行実態等の把

握をするため、令和３年10月より市民会館・公民館屋上に新たに固定測定機を増設した。 

現在、市では通年で調査する固定測定機を２か所、測定場所を３か月単位で移動して行

う移動測定を実施している。また、東京都においても次頁のとおり同様の騒音測定が実施

されている。 

 

環境基準については、昭和48年から騒音の評価指標としてＷＥＣＰＮＬが採用されてき

たが、近年、騒音測定機の技術的進歩に伴い高度な測定を簡易に行うことが可能になった

こと、国際的にも騒音の評価には等価騒音レベルを基本とした評価指標が主流となってい

ることから、平成25年４月１日から騒音の評価指標がＷＥＣＰＮＬからＬｄｅｎに改正さ

れた。 

 

＜昭島市騒音測定＞ 

 

① 固定調査（デジタル式騒音測定機により通年測定） 

測 定 場 所 基地からの距離 

拝島第二小学校屋上（拝島町3927－２） 滑走路南端から南へ 

約1,200ｍ 

市民会館・公民館屋上（つつじが丘３－７－７） 滑走路南端から南東へ 

約2,300ｍ 

市民会館・公民館屋上については、令和３年10月1日より測定を開始。 

 

② 移動調査（デジタル式騒音測定機により３か月間測定） 

      測定場所 市立市民会館・公民館（令和３年度からは固定調査に変更） 昭和会館  

拝島第三小学校 旧拝島第四小学校   

③ 測定方法 

ⅰ 拝島第二小学校  

暗騒音＋８ｄＢ以上の騒音が５秒以上継続したときに、70ｄＢ以上の騒音を評価 

ⅱ 市民会館・公民館 

    暗騒音＋６ｄＢ以上の騒音が８秒以上継続したときに、70ｄＢ以上の騒音を評価 

 

    ※測定場所の環境によって測定方法は異なる。市民会館・公民館では、上記の方法で騒

音測定を行っているが、騒音測定開始（令和３年10月）から半年分の騒音測定データ分

析したうえで、必要であれば、測定方法について再調整を図る予定である。 
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＜東京都騒音測定＞ 

   

① 固定調査（デジタル式騒音測定機により通年測定） 

測 定 場 所 設 置 位 置 

昭島市役所（田中町１-17-１） 

＜H10.10月大神町２-５-１から移設＞ 

滑走路南端から南へ3.0km 

離着陸コース直下 

  ※昭島市以外に基地周辺３か所で測定を行っている 

 

② 分布調査（デジタル式騒音測定機により２週間測定） 

   測定地として12か所 

（昭島２ 瑞穂２ 福生１ 羽村１ 立川１ 八王子４ 日野１） 

（昭島市内… 建設局観測井 中神小学校） 

③  測定方法 

暗騒音＋８ｄＢ以上の騒音が５秒以上継続したときに、70ｄＢ以上の騒音を測定 

 

騒音とその具体例 （騒音レベルの単位：ｄＢ） 

騒音レベル 音 源 例 騒音レベル 音 源 例 

120 航空機エンジンの50ｍ近く 60 普通の会話 

110 自動車の警報前方２ｍ 50 静かな事務所 

100 電車の通るガード下 40 市内の深夜 

90 騒々しい工場内 30 郊外の深夜 

80 電車内 20 木の葉のそよぎ 

70 電話のベル   

 

Ｌｄｅｎ（Level day evening night） …時間帯補正等価騒音レベル 

ＥＵ指令において採用されているとともに、フランス、オランダ、デンマークなど多くの国が

採用する国際的な騒音の評価指標の主流になってきている。 

エネルギー積分により騒音の総暴露量を評価できる等価騒音レベルのひとつで、夕方や夜間の

騒音に重みづけをして評価するもの。具体的には、午後７時～午後10時の間の騒音はプラス５

ｄＢ、午後10時～午前７時までの間はプラス10ｄＢで評価される。 
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航空機騒音に係る環境基準について 

 環境基準は下記のとおりとし、「地域の類型」については都道府県知事が指定となっている。 

地域の類型 該  当  地  域 基準値 

Ⅰ 
都市計画法上の住居・住居専用地域など専ら住居

に供される地域 

ＷＥＣＰＮＬ 

70以下 

Ｌｄｅｎ 

57dB以下 

Ⅱ 
都市計画法上の商業・工業地域など上記以外の地

域で通常の生活を保全する必要がある地域 

ＷＥＣＰＮＬ 

75以下 

Ｌｄｅｎ 

62dB以下 

 ＷＥＣＰＮＬ（Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｐｅｒｃｅｉｖｅｄ Ｎｏｉｓｅ Ｌｅｖｅｌ） 

       …加重等価継続感覚騒音レベル 

  我が国の旧環境基準に採用されていた航空機騒音の指数であって、航空機の騒音レベルに加

え、一日当りの観測された騒音回数を発生時間帯別（早朝、昼、夜、深夜）による重みづけを

加味したもの。 
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（ 固 定 調 査 結 果 ） 

 

調  査  地  点 

 

拝 島 第 二 小 学 校 
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測定回数の推移（拝島第二小学校）

 

２年度 元年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度

測定回数（回） 1,481 972 847 794 630 820 854

測定時間（時間） 720 720 720 720 720 720 720

１日平均回数 49.4 32.4 28.2 26.5 21.0 27.3 28.5

Lden（dB） 62 62 61 62 61 64 67

WECPNL 77 78 79 78 78 81 84

測定回数（回） 1,042 1,035 933 915 932 580 964

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 33.6 33.4 30.1 29.5 30.1 18.7 31.1

Lden（dB） 61 60 63 61 64 63 67

WECPNL 76 75 78 78 80 79 84

測定回数（回） 1,364 846 573 1,062 1,092 1,248 901

測定時間（時間） 720 720 720 720 720 720 720

１日平均回数 45.5 28.2 19.1 35.4 36.4 41.6 30.0

Lden（dB） 62 62 64 64 64 64 67

WECPNL 78 76 79 81 82 81 84

測定回数（回） 1,050 1,134 998 755 1,013 1,020 802

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 33.9 36.6 32.2 24.4 32.7 32.9 25.9

Lden（dB） 61 61 66 59 62 64 68

WECPNL 76 76 84 76 78 79 86

測定回数（回） 1,491 1,139 1,104 670 538 725 844

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 48.1 36.7 35.6 21.6 17.4 23.4 27.2

Lden（dB） 65 61 60 62 68 64 69

WECPNL 80 78 75 76 83 79 85

測定回数（回） 914 1,098 851 624 672 620 949

測定時間（時間） 720 720 720 720 720 720 720

１日平均回数 30.5 36.6 28.4 20.8 22.4 20.7 31.6

Lden（dB） 65 63 61 59 63 61 68

WECPNL 81 79 78 75 79 77 86

測定回数（回） 1,221 1,311 830 693 944 1,172 1,165

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 39.4 42.3 26.8 22.4 30.5 37.8 37.6

Lden（dB） 64 62 61 61 63 64 69

WECPNL 79 77 78 76 80 80 85

測定回数（回） 1,030 1,125 1,023 892 910 715 972

測定時間（時間） 720 720 720 720 720 720 720

１日平均回数 34.3 37.5 34.1 29.7 30.3 23.8 32.4

Lden（dB） 60 63 64 65 62 63 65

WECPNL 76 78 80 81 79 80 82

測定回数（回） 773 752 559 434 523 608 736

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 24.9 24.3 18.0 14.0 16.9 19.6 23.7

Lden（dB） 61 60 61 61 65 62 65

WECPNL 78 75 77 78 84 79 83

測定回数（回） 1,226 1,164 1,245 842 837 1,149 1,092

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 39.5 37.5 40.2 27.2 27.0 37.1 35.2

Lden（dB） 62 62 61 58 63 66 64

WECPNL 78 79 77 74 80 85 81

測定回数（回） 790 929 1,151 730 609 917 565

測定時間（時間） 672 696 672 672 672 696 672

１日平均回数 28.2 32.0 41.1 26.1 21.8 31.6 20.2

Lden（dB） 61 62 65 59 64 62 60

WECPNL 76 78 81 76 82 79 78

測定回数（回） 1,333 1,072 1,167 863 1,021 1,035 730

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 43.0 34.6 37.6 27.8 32.9 33.4 23.5

Lden（dB） 64 61 63 59 62 63 64

WECPNL 81 75 78 74 78 80 81

測定回数（回） 13,715 12,577 11,281 9,274 9,721 10,609 10,574

年間 測定時間（時間） 8,760 8,784 8,760 8,760 8,760 8,784 8,760

合計 １日平均回数 37.6 34.4 30.9 25.4 26.6 29.0 29.0

Lden（dB） 62 62 63 61 64 63 67

WECPNL 78 77 79 77 81 80 84

3月

2月

1月

12月

8月

7月

6月

5月

11月

10月

9月

4月
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測定回数比較図（拝島第二小学校） 
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騒音量の内訳（拝島第二小学校） 

 

 

  

騒音量 70dB 75dB 80dB 90dB 100dB

～ ～ ～ ～ ～
区分 74dB 79dB 89dB 99dB 109dB

回数 2,283 2,526 7,901 953 41 11 13,715 回

百分率 16.6 18.4 57.6 7.0 0.3 0.1 100 ％

回数 1,883 2,264 7,529 851 45 5 12,577 回

百分率 15.0 18.0 59.8 6.8 0.3 0.1 100 ％

回数 2,005 2,219 6,075 876 90 16 11,281 回

百分率 17.8 19.7 53.9 7.8 0.8 0.1 100 ％

回数 1,671 1,811 4,627 1,094 65 6 9,274 回

百分率 18.0 19.5 49.9 11.8 0.7 0.1 100 ％

回数 1,453 1,504 4,072 2,584 81 27 9,721 回

百分率 14.9 15.5 41.9 26.6 0.8 0.3 100 ％

回数 1,764 1,915 4,380 2,455 78 17 10,609 回

百分率 16.6 18.1 41.3 23.1 0.7 0.2 100 ％

回数 1,724 1,795 4,501 2,374 87 93 10,574 回

百分率 16.3 17.0 42.6 22.4 0.8 0.9 100 ％

合計

27年度

26年度

２年度

110dB
以上

元年度

30年度

29年度

28年度
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曜日別測定回数（拝島第二小学校） 

 

 

  

曜日

区分

測定回数 2,685 3,042 2,896 2,802 1,555 384 351 13,715 回

1日平均回数 51.6 58.5 54.6 53.9 29.9 7.4 6.8 37.6 回

測定回数 1,686 2,576 2,907 3,253 1,500 371 284 12,577 回

1日平均回数 31.8 48.6 55.9 62.6 28.8 7.1 5.5 34.4 回

測定回数 1,481 2,412 2,485 2,650 1,538 385 330 11,281 回

1日平均回数 28.5 46.4 47.8 51.0 29.6 7.4 6.2 30.9 回

測定回数 1,276 2,042 2,098 2,023 1,104 421 310 9,274 回

1日平均回数 24.5 39.3 40.3 38.9 21.2 7.9 6.0 25.4 回

測定回数 1,389 2,078 2,224 2,135 1,271 362 262 9,721 回

1日平均回数 26.7 40.0 42.8 41.1 24.0 7.0 5.0 26.6 回

測定回数 1,705 2,362 2,296 2,385 1,295 318 248 10,609 回

1日平均回数 32.8 45.4 43.3 45.0 24.9 6.1 4.8 29.0 回

測定回数 1,726 2,502 2,160 2,181 1,365 357 283 10,574 回

1日平均回数 33.2 47.2 41.5 41.9 26.3 6.9 5.4 29.0 回

合計日土金木水火

26年度

元年度

30年度

29年度

28年度

27年度

月

２年度
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時間帯別測定回数（拝島第二小学校）

 

 

２年度 元年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度

7 ～ 8 72 83 104 109 79 91 133

8 ～ 9 341 259 362 306 169 164 282

9 ～ 10 1,062 930 904 700 536 621 588

10 ～ 11 1,446 1,257 1,103 885 868 881 938

11 ～ 12 1,499 1,369 1,228 883 884 898 911

12 ～ 13 1,144 1,002 827 692 726 775 699

13 ～ 14 740 590 565 590 769 802 759

14 ～ 15 783 629 609 635 709 771 765

15 ～ 16 650 765 588 712 728 819 832

16 ～ 17 726 710 543 612 808 920 805

17 ～ 18 857 864 830 705 682 712 808

18 ～ 19 1,211 1,165 1,121 799 769 793 853

10,531 9,623 8,784 7,628 7,727 8,247 8,373

19 ～ 20 1,461 1,401 917 722 759 819 796

20 ～ 21 1,166 1,000 996 548 748 986 895

21 ～ 22 381 396 418 184 341 440 374

3,008 2,797 2,331 1,454 1,848 2,245 2,065

22 ～ 23 21 7 20 29 21 14 14

23 ～ 24 5 9 8 7 9 8 13

26 16 28 36 30 22 27

0 ～ 1 4 3 10 13 5 9 1

1 ～ 2 2 4 4 17 6 5 3

2 ～ 3 2 4 2 15 11 6 5

3 ～ 4 1 0 4 11 7 5 1

4 ～ 5 1 3 7 10 6 2 3

5 ～ 6 2 1 1 8 11 4 4

6 ～ 7 138 126 110 82 70 64 92

150 141 138 156 116 95 109

13,715 12,577 11,281 9,274 9,721 10,609 10,574

Ｎ２：　７時～１９時Ｎ１：　０時～　７時

Ｎ３：１９時～２２時 Ｎ４：２２時～２４時

Ｎ４小計

Ｎ３小計

Ｎ１小計

区分・年

時間帯

合　計

昼
　
　
　
間

夜
　
　
　
間

Ｎ２小計

測定回数（回）
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（ 固 定 調 査 結 果 ） 

 

調  査  地  点 

 

昭 島 市 役 所 ( 都 調 査 ) 
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測定回数の推移（昭島市役所）  

 

2年度 元年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度

測定回数（回） 1,030 620 557 550 406 611 611

測定時間（時間） 720 720 720 720 720 720 720

１日平均回数 34.3 20.7 18.6 18.3 13.5 20.4 20.4

Lden（dB） 55 54 55 56 56 58 60

WECPNL 69 68 70 70 71 72 74

測定回数（回） 745 609 650 538 637 395 587

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 24.0 19.6 21.0 17.4 20.5 12.7 18.9

Lden（dB） 54 52 56 54 58 57 60

WECPNL 67 66 69 69 72 70 75

測定回数（回） 855 514 396 737 807 829 628

測定時間（時間） 720 720 720 720 720 720 720

１日平均回数 28.5 17.1 13.2 24.6 26.9 27.6 20.9

Lden（dB） 56 53 57 58 58 58 62

WECPNL 71 66 69 72 73 75 76

測定回数（回） 675 746 623 459 610 650 522

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 21.8 24.1 20.1 14.8 19.7 21.0 16.8

Lden（dB） 53 52 60 53 56 59 62

WECPNL 67 67 75 67 71 73 77

測定回数（回） 858 688 615 446 388 518 542

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 27.7 22.2 19.8 14.4 12.5 16.7 17.5

Lden（dB） 58 53 53 55 60 57 63

WECPNL 71 68 66 68 74 71 76

測定回数（回） 690 724 551 414 533 465 669

測定時間（時間） 720 720 720 720 720 720 720

１日平均回数 23.0 24.1 18.4 13.8 17.8 15.5 22.3

Lden（dB） 58 55 55 52 56 54 62

WECPNL 71 70 70 67 70 68 77

測定回数（回） 940 960 598 513 706 837 816

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 30.3 31.0 19.3 16.5 22.8 27.0 26.3

Lden（dB） 55 55 53 53 56 57 61

WECPNL 69 68 67 66 71 71 76

測定回数（回） 734 805 695 691 711 528 729

測定時間（時間） 720 720 720 720 720 720 720

１日平均回数 24.5 26.8 23.2 23.0 23.7 17.6 24.3

Lden（dB） 53 55 56 58 55 55 58

WECPNL 66 69 69 72 69 69 73

測定回数（回） 565 565 364 316 442 464 590

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 18.2 18.2 11.7 10.2 14.3 15.0 19.0

Lden（dB） 53 52 55 54 56 54 57

WECPNL 66 66 69 70 72 68 72

測定回数（回） 895 852 876 552 642 891 805

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 28.9 27.5 28.3 17.8 20.7 28.7 26.0

Lden（dB） 54 54 52 51 56 59 58

WECPNL 68 69 67 64 71 75 72

測定回数（回） 574 714 858 501 484 682 451

測定時間（時間） 672 696 672 672 672 696 672

１日平均回数 20.5 24.6 30.6 17.9 17.3 23.5 16.1

Lden（dB） 54 55 59 52 57 56 53

WECPNL 68 69 71 67 72 70 68

測定回数（回） 946 752 762 584 781 753 526

測定時間（時間） 744 744 744 744 744 744 744

１日平均回数 30.5 24.3 24.6 18.8 25.2 24.3 17.0

Lden（dB） 56 53 54 53 55 57 57

WECPNL 71 66 68 66 69 72 72

測定回数（回） 9,507 8,549 7,545 6,301 7,147 7,623 7,476

年間 測定時間（時間） 8,760 8,784 8,760 8,760 8,760 8,784 8,760

合計 １日平均回数 26.0 23.4 20.7 17.3 19.6 20.8 20.5

Lden（dB） 55 54 55 54 57 57 60

WECPNL 69 68 69 68 71 72 75

8月

7月

6月

5月

9月

4月

10月

3月

2月

1月

12月

11月
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測定回数比較図（昭島市役所） 
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騒音量の内訳（昭島市役所） 

 

 

  

騒音量 70dB 80dB 90dB 100dB

～ ～ ～ ～
区分 79dB 89dB 99dB 109dB

回数 8,014 1,425 54 14 0 9,507 回

百分率 84.3 15.0 0.6 0.1 0.0 100 ％

回数 7,251 1,233 60 5 0 8,549 回

百分率 84.8 14.4 0.7 0.1 0.0 100 ％

回数 6,269 1,175 74 27 0 7,545 回

百分率 83.1 15.6 1.0 0.4 0.0 100 ％

回数 4,733 1,479 79 10 0 6,301 回

百分率 75.1 23.5 1.2 0.2 0.0 100 ％

回数 4,606 2,415 101 25 0 7,147 回

百分率 64.4 33.8 1.4 0.3 0.0 100 ％

回数 4,687 2,805 111 20 0 7,623 回

百分率 61.5 36.8 1.4 0.3 0.0 100 ％

回数 4,589 2,664 132 91 0 7,476 回

百分率 61.4 35.6 1.8 1.2 0.0 100 ％

合計

27年度

26年度

28年度

29年度

30年度

110dB
以上

元年度

２年度
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曜日別測定回数（昭島市役所） 

 

 

 

  

曜日

区分

測定回数 1,830 2,129 1,960 1,899 1,117 298 274 9,507 回

1日平均回数 35.2 40.9 37.0 36.5 21.5 5.7 5.3 26.0 回

測定回数 1,156 1,727 1,964 2,240 1,068 237 157 8,549 回

1日平均回数 21.8 32.6 37.8 43.1 20.5 4.6 3.0 23.4 回

測定回数 936 1,605 1,657 1,812 1,073 275 187 7,545 回

1日平均回数 18.0 30.9 31.9 34.8 20.6 5.3 3.5 20.7 回

測定回数 826 1,323 1,431 1,348 817 334 222 6,301 回

1日平均回数 15.9 25.4 27.5 25.9 15.7 6.3 4.3 17.3 回

測定回数 1,002 1,535 1,606 1,592 937 294 181 7,147 回

1日平均回数 19.3 29.5 30.9 30.6 17.7 5.7 3.5 19.6 回

測定回数 1,207 1,721 1,647 1,703 894 263 188 7,623 回

1日平均回数 23.2 33.1 31.1 32.1 17.2 5.1 3.6 20.8 回

測定回数 1,122 1,731 1,562 1,525 1,030 279 227 7,476 回

1日平均回数 21.6 32.7 30.0 29.3 19.8 5.4 4.4 20.5 回

水火月

29年度

28年度

26年度

27年度

2年度

合計日土金木

元年度

30年度
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時間帯別測定回数（昭島市役所）

 

 

 

 

２年度 元年度 30年度 29年度 28年度 27年度 26年度

7 ～ 8 51 38 45 83 72 88 128

8 ～ 9 257 125 252 214 145 132 228

9 ～ 10 766 628 602 489 381 416 426

10 ～ 11 1,039 935 757 600 639 650 674

11 ～ 12 1,085 938 824 575 654 616 622

12 ～ 13 851 719 579 479 529 528 508

13 ～ 14 533 380 421 418 545 603 570

14 ～ 15 510 421 429 413 485 517 523

15 ～ 16 380 496 380 470 516 578 537

16 ～ 17 478 467 333 421 620 687 569

17 ～ 18 536 620 578 504 527 537 589

18 ～ 19 846 820 741 537 562 608 592

7,332 6,587 5,941 5,203 5,675 5,960 5,966

19 ～ 20 1,017 942 586 462 557 572 560

20 ～ 21 746 681 656 372 551 694 582

21 ～ 22 246 266 274 130 244 299 253

2,009 1,889 1,516 964 1,352 1,565 1,395

22 ～ 23 21 6 20 20 18 11 13

23 ～ 24 7 5 6 6 8 4 11

28 11 26 26 26 15 24

0 ～ 1 3 2 2 7 4 7 1

1 ～ 2 2 2 1 4 6 4 5

2 ～ 3 1 0 2 10 9 4 2

3 ～ 4 1 0 4 5 5 4 1

4 ～ 5 1 1 6 5 5 2 4

5 ～ 6 1 1 1 6 7 3 36

6 ～ 7 129 56 46 71 58 59 42

138 62 62 108 94 83 91

9,507 8,549 7,545 6,301 7,147 7,623 7,476

Ｎ３：１９時～２２時

Ｎ２：　７時～１９時

Ｎ４：２２時～２４時

区分・年

時間帯

測定回数（回）

合　計

昼
　
　
　
間

夜
　
　
　
間

Ｎ２小計

Ｎ４小計

Ｎ３小計

Ｎ１小計

Ｎ１：　０時～　７時
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４ 航空機による事故 

  昭島市内における航空機事故としては、終戦２年後の昭和22年に米軍機が多摩川に墜落、そ

の際、拝島鉄橋上で通過中の列車に接触したと報道記録がある。それ以降は航空機部品の落下

事故が発生しているが大事には至らなかった。昨今の基地周辺事故としては、平成30年４月に

Ｃ-１３０による人員降下訓練中、予備パラシュートから切り離された誘導傘等が羽村第三中学

校に落下する事故、また、令和２年７月２日には人員降下訓練中にメインパラシュートの備品

２つを立川市内に落下、更に同月７日、人員降下訓練中にフィンが福生市内の牛浜駅西口自転

車駐車場付近に落下するなど立て続けに人員降下訓練中にパラシュート等の落下事故が発生し

ている。一歩間違えれば大惨事に繋がりかねないことから、市としても機会があるごとに事故

防止に万全を期すよう、米軍に申し入れを行っているところである。なお、事故の備えとして

平成９年３月には「事故等の連絡体制」（資料編参照）の見直しが日米合同委員会で合意され、

より迅速な連絡体制が確立された。基地周辺の航空機事故、部品落下等は、下記のとおりであ

る。 

 

主 な 航 空 機 事 故 一 覧 

事故発生年月 機  種 事  故  内  容 

昭和22年７月 Ａ－２６ 
エンジン故障で墜落、拝島鉄橋通過中の列車最後尾に接

触、列車の１両分が河原に落下（４名死亡） 

昭和38年１月 Ｔ－３３ 模擬爆弾が昭島市拝島町4079番地の民家の庭に落下 

昭和39年12月 Ｆ－１０５ 
戦闘機の超低空飛行による衝撃波によって市民が負傷、窓

ガラス破損、壁崩れ等の被害が発生 

昭和40年１月 Ｆ－１０５ 曳行標的が昭島市拝島町3924番地に誤投下 

昭和40年２月 Ｔ－３３ 埼玉県入間市内に墜落 

昭和40年２月 Ｆ－１０５ 青梅市内の山林及び農地に墜落、農地４haが被害 

昭和40年５月 Ｆ－１０５ 部品が福生市内に落下 

昭和40年５月 Ｆ－１０５ 
神奈川県相模原市内に墜落、死者２名、負傷者８名、家屋

損害４戸 

昭和41年９月 輸送機 立川市内の農地へ墜落 

昭和41年８月 Ｆ－１０５ 胴体エアブレ－キが昭島市大神町720番地に落下 

昭和42年２月 Ｆ－１０５ 府中市内の多摩川に墜落 

昭和42年５月 Ｂ－７０７ 基地内で火災 

昭和43年６月 Ｆ－４ 風防が昭島市上川原町197番地日枝神社境内に落下 

昭和44年１月 Ｆ－４ 
埼玉県入間市内の山林に墜落、高圧送電線切断により昭島

市をはじめ立川、府中、日野市の一部が停電 
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事故発生日 機 種 事 故 内 容 

昭和46年12月 ＣＨ－４６ 
基地滑走路南端付近に厚木基地所属米海兵隊ヘリコプター

が墜落、乗員７名死亡 

昭和47年６月 Ｂ－７２７ 瑞穂町内にエンジンカバーが落下 

昭和51年10月 ＣＨ－４６ 瑞穂町の民家へヘリコプターの窓枠が落下 

昭和51年11月 Ｃ－１ 厚木基地内ゴルフ場に墜落、乗員６名 

昭和52年９月 ＲＦ－４ 
神奈川県横浜市内に転落、死者２名、負傷者７名、家屋損

害２戸 

昭和53年４月 ＵＨ－１ 世田谷区内の公園野球場に不時着 

昭和53年７月 ＤＣ－８ 基地内滑走路上で火災 

昭和54年４月 ＵＨ－１ 横浜市内に不時着 

昭和58年５月 ＳＨ－２ 埼玉県飯能市内の中学校校庭に不時着 

昭和59年10月 ＵＨ－１ 神奈川県藤沢市内に墜落、乗員２名負傷 

昭和60年８月 ＵＨ－１ 世田谷区区民野球場に不時着 

昭和61年４月 ＥＡ－６ 三宅島沖東方約20ｋｍの海上に墜落 

昭和62年４月 ＳＨ－３ 
神奈川県大和市の住宅街空き地にヘリコプターのドア落 

下 

昭和62年11月 Ｃ－１３０ 埼玉県小川町の民家の庭先にアクセスドアが落下 

平成２年３月 ＫＣ－１３５ 埼玉県鳩山町の水田にエンジンカバーが落下 

平成４年６月 Ｃ－１３０ 神奈川県相模原市内の工場にライトカバーを落下 

平成５年１月 ＵＨ－１ 杉並区内の中学校に不時着 

平成８年４月 Ｃ－１３０ 
物資投下訓練中、基地外東側、基地フェンスから約10ｍの

緩衝緑地内にトレーニング用砂袋誤投下 

平成８年５月 Ｃ－１４１ 着陸時にブレーキ事故 

平成10年10月 Ｃ－９ 
基地周辺で訓練中、縦・横1.5mの金属製エンジンカバー紛

失、エンジン火災発生 

平成11年５月 Ｃ－１３０ 
５日、飛行訓練中、町田市小山町で砂袋（７㎏、パラシュ

ート付）を誤投下、屋根瓦２枚破損 

平成13年９月 Ｃ－１７ 

24日、羽村市神明台菊池プレス第二工場にグローブマスタ

ー（20㎝×35㎝、厚さ3.5㎝、重さ1.19㎏）を落下、屋根に

約１m×0.6mの穴が空く 

平成16年５月 Ｃ－１３０ 
６日、横田基地を離陸した米軍機Ｃ－１３０輸送機（アラ

スカ基地所属）が埼玉県（比企郡鳩山町あるいは玉川村付 
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事故発生日 機種 事 故 内 容 

平成16年５月  
近）上空を飛行中に第１エンジン排気口の一部である直径

60㎝、長さ90㎝の部品（テールパイプ）を落下 

平成16年８月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。19日、横浜市内のヘリポートにエンジント

ラブルのため緊急着陸 

平成16年８月 Ｃ－１３０ 

21日､友好祭パラシュート降下戦術デモ中にヘルメットを誤

って落下 

瑞穂町のトーヨーアサノ東京工場敷地内で発見 

平成16年11月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。２日、沼津市のグランドに事故予防着陸 

横田基地所属。23日、調布飛行場に事故予防着陸 

平成17年４月 ＥＡ－６ 

14日、米軍艦載機ＥＡ－６が厚木基地～海上～キャンプ富士

～横田飛行場～厚木飛行場のルートで飛行し、厚木基地に着

陸した際に、「はしご」（長さ約1.2ｍ、重さ約6.8㎏、アルミ

製）がないことに気づく 

平成17年４月 ＦＡ－１８ 
14日、米軍艦載機ＦＡ－１８が厚木基地～相模湾～厚木基地

のルートで飛行した際、模擬弾のフィン（アルミ製）を落下 

平成17年５月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。７日、山梨県南都留郡鳴沢村の駐車場に緊急

着陸 

平成17年６月 ＫＣ－１30 

米軍海兵隊普天間基地所属。岩国基地離陸後から横田基地の

間に、着陸灯カバー（大きさ約15㎝×厚さ約10㎝の円筒形、

重さ約700ｇ、プラスチック製）を紛失 

平成17年10月 Ｃ－１３０ 横田基地所属。20日、福岡空港に緊急着陸。 

平成20年６月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。11日、神奈川県相模原市田名の相模川河川敷

に緊急着陸 

平成20年７月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。10日、横田基地から南へ約3.2ｋｍ多摩川上

空で、飲料用ペットボトルを落下 

平成20年７月 Ｃ－１３０ 

横田基地所属。14日、横田基地から北へ約48ｋｍへの往復

飛行を行った際に、ＩＦＦアンテナ（板状、大きさ約13ｃ

ｍ×10ｃｍ、厚さ0.7ｃｍ、重さ約1.4ｋｇ）を紛失 

平成22年９月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。13日、エンジントラブルのため、調布飛行

場へ緊急着陸 

平成23年10月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。27日、警告灯の点灯のため、調布飛行場に

事故予防着陸 

平成25年７月 Ｃ－１３０ 横田基地所属。30日、アルミ製カバーパネル（８インチ× 
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事故発生日 機種 事 故 内 容 

  12インチ Ａ４紙程度）を紛失 

平成26年３月 Ｃ－１３０ 

横田基地所属。25日、機体前部の乗組員乗降口ドア下に取

り付けられているアルミ製パネル（３インチ×５インチ）を

紛失 

平成26年３月 Ｃ－１３０ 

横田基地所属。26日、機体頭頂部に張られているアンテナ

（長さ60フィート、直径約0.5インチ、重さ約10ポンド）紛

失 

平成26年６月 Ｃ－１３０ 
横田基地所属。３日、アルミ製パネルラッチ（掛け金）

（5.0ｃｍ×1.9ｃｍ）を紛失 

平成26年11月 Ｃ－１３０ 
横田基地所属。25日、アルミ製パネルラッチ（掛け金）

（5.5ｃｍ×1.8ｃｍ）を紛失 

平成28年２月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。29日、警告灯の点灯のため、調布飛行場に

事故予防着陸 

平成28年３月 Ｃ－１３０ 
横田基地所属。22日、東富士演習場にて降下訓練を実施中

に、米兵１名が場外に降下 

平成28年４月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。22日、エンジンサービスライトの点灯のた

め、キャンプ富士に事故予防着陸 

平成28年９月 ＫＣ－１３５ 

米国カリフォルニア州のマーチ・エアリザーブ基地所属。

15日、緊急対応が必要な着陸を要する故障が発生したた

め、横田基地に緊急着陸 

平成28年10月 ＵＨ－１ 
横田基地所属。31日、自動燃料制御装置の不具合のため、

富山空港に事故予防着陸 

平成29年３月 Ｃ‐５ 
 カルフォルニア州トラビス空軍基地。29日、横田基地を離陸

後、油圧系に異常が確認されたため、再び横田基地へ着陸  

平成29年６月 Ｆ-１６ 
韓国空軍所属。1日、韓国戦闘機6機が、米軍の空中給油機

のトラブルにより、横田基地に緊急着陸 

平成29年６月 Ｃ‐５ 

米国カリフォルニア州所属トラビス米空軍基地。16日、横

田基地に着陸、17日に同機を点検中に左翼上部パネル（パ

ネルの大きさ約30.48㎝×182.88㎝、重さ8ポンドを遺失 
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事故発生日 機種 事 故 内 容 

平成29年７月 Ｃ-１３０Ｈ 
横田基地所属。12日、機体点検中に、着陸装置の一部であ

る鋸歯状のプレート（1㎝×5㎝)重さ0.5ポンド）を遺失 

平成29年７月 Ｃ-５ 

米国フォルニア州トラビス空軍基地所属。20日、横田基地

におけるC-5輸送機のブレーキ・システムの不具合に伴い、

滑走路の西側にある誘導路の北端に同機のブレーキ液漏れ

が発生 

平成29年８月 ＦＡ－１８Ｅ 

厚木基地所属。22日、海上で訓練を終え、厚木基地に帰投

する際、厚木基地の滑走路がメンテナンスのため一時閉鎖

されていたため、横田基地へ着陸し、給油を行い、厚木基

地に帰投 翌23日の点検において、機体中心後部にある外

部燃料タンク（胴体直下にある）を胴体下部につなぐ部品

を紛失していることが判明 

 

平成29年11月 Ｃ-１３０Ｊ 

横田基地所属。15日、横田基地における物料投下訓練を実

施中、約30㎏の貨物（ベニヤ板の合板の箱で中身は緩衝

材）がパラシュートから外れて滑走路中央付近に落下 

平成29年12月 Ｃ-１３０Ｊ 
横田基地所属。３日、C-130Jからフレアの一部（長さ約30

～33㎝、重さ0.28ポンド）を遺失 

平成30年２月 Ｃ-１３０Ｊ 
横田基地所属。28日、エンジン不具合を認めたため嘉手納

飛行場に予防着陸 

平成30年４月 Ⅽ-１３０Ｊ  

横田基地所属。10日、人員降下訓練中にメインパラシュー

トと予備パラシュートの両方を開傘したため、メインパラ

シュートと誘導傘等を切り離した メインパラシュートは

基地内に落下 誘導傘等が羽村第三中学校に落下 

平成30年６月 ＣＶ-２２ 
4日、横田基地から岩国基地を経由し、嘉手納基地へ向かう

途中エンジン部分等に不具合があるため奄美空港に着陸 

平成30年12月 Ｃ－１３０Ｊ 

横田基地所属。19日、パラシュートによる物資投下訓練中

に、東富士演習場近隣の施設区域外（静岡県裾野市の富士

裾野工業団地付近）にパラシュートを落下 

平成31年１月 Ⅽ-１３０Ｊ 

横田基地所属。８日、人員降下訓練中にメインパラシュー

トが機能しなかったため、当該パラシュートを切り離し、

予備パラシュートで着地 メインパラシュートは基地内に

落下 
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事故発生日 機種 事 故 内 容 

平成31年１月 Ｃ-１３０Ｊ 

横田基地所属。９日、人員降下訓練中に、メインパラシュ

ートが機能しなかったため、当該パラシュートを切り離

し、予備パラシュートを展開。メインパラシュートは基地

内に落下 予備パラシュートが畳みこまれていたナイロン

生地のデプロイメントバッグが風にさらわれた 

平成31年1月 Ｃ-１３０Ｊ 

横田基地所属。31日、東富士演習場での物質投下訓練中に

抽出用パラシュートは展開したが物資が抽出されなかった

ため抽出用パラシュートを切り離した 物資は機内にとど

まり、パラシュートは演習場内に落下 

令和２年１月  
20日、横田基地に向かっていた米軍のチャーター機が燃料

不足のため成田空港に着陸 

令和２年６月 ＣＶ-２２ 

横田基地所属。16日、飛行後の点検においてオスプレイの

サーチライトドーム(大きさ15.8㎝×15.8㎝×10㎝、重量453

ｇ)を遺失 

令和２年７月 ＵＨ―６０ 

2日、人員降下訓練中にメインパラシュートが絡まったた

め、メインパラシュートを切り離し、予備パラシュートで

着地 メインパラシュートは、立川市内に落下 

令和２年７月 
ＵＨ―６０ 

ＣＶ-２２ 

7日、人員降下訓練中にパラシュートが一時的に絡まり、米

軍兵の足首及びふくらはぎに固定されていたフィン(足ひ

れ、ゴムの長さ50.8㎝、重さ1,020.5ｇ)が外れ、福生市内

に落下 

令和３年６月 ＣＶ-２２ 
横田基地所属。14日、飛行中に不具合が生じ山形空港に予

防着陸 

令和３年９月 ＣＶ-２２ 
横田基地所属。22日、機体の右側のエンジントラブルによ

り仙台空港に予防着陸 

令和３年１２月 ＣＶ‐２２ 横田基地所属。１日、千葉県館山駐屯地に予防着陸 

※ 記載内容は、令和４年３月３１日現在  
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   日枝神社へ落下したＦ－４の風防 
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５ 基地周辺の生活環境の整備 

 （１）生活環境整備法の概要 

    国は､防衛施設の設置・運用により生ずる障害の防止等のため､防衛施設周辺環境等の整

備について必要な措置を講ずるとともに､関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与する

ことを目的とした「防衛施設周辺の整備等に関する法律」を昭和41年７月に制定した。こ

の法律に基づき周辺の整備事業が各種実施されてきたが､都市化の進展､住民の生活環境保

全に対する意識の高揚に伴い､この法律では十分な対応が出来なくなったため､抜本的に強

化改善した「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」が昭和49年６月に制定され

た｡主な内容は次のとおりである｡[条文 資料編 74頁参照] 

 

   ア 障害防止工事の助成（第３条） 

    地方公共団体その他の者が航空機の離着陸等頻繁な飛行等により生ずる騒音の防止又は

軽減のため､公共施設又はこれに準ずる施設について､必要な工事を行うとき予算の範囲内

において費用の全部又は一部を国が補助することを定めている｡ 

 

 

（過去10年間の事業） 

平成24年度 
成隣小学校除湿温度保持機能復旧工事 

清泉中学校除湿温度保持機能復旧工事（設計） 

平成25年度 
中神小学校除湿温度保持機能復旧工事（設計） 

清泉中学校除湿温度保持機能復旧工事 

平成26年度 
玉川小学校除湿温度保持機能復旧工事（設計） 

中神小学校除湿温度保持機能復旧工事 

平成27年度 玉川小学校除湿温度保持機能復旧工事 

平成28年度 

富士見丘小除湿温度保持機能復旧工事（設計） 

拝島第一小校舎増築併行防音工事 

拝島第二小校舎増築併行防音工事（設計） 

平成29年度 拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事（設計）  

平成30年度 

富士見丘小除湿温度保持機能復旧工事 

拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事（設計） 

拝島第二小校舎増築併行防音工事 

令和元年度 拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事 

令和２年度 
拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事 

拝島第三小除湿温度保持機能復旧工事 

令和３年度 
拝島第一小除湿温度保持機能復旧工事 

昭和中除湿温度保持機能復旧工事（設計） 
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３条（過去10年間の補助金）                     （単位：千円） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

100,120 196,492 104,595 149,217 21,718 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

1,544 157,818 33,920 173,812 109,578 

 

 

      イ 住宅防音工事の助成（第４条） 

     住宅防音工事は､国が航空機騒音の防止と軽減を目的に実施しているものであるが､区

域・期日が指定され指定日以前から区域内に所在する住宅の所有者又は居住者が防音工事

を希望した場合に一定の基準により補助を受けられる制度である｡ 

  

＜制度の主な内容＞ 

①  対象住宅 

    ・ 第一種区域(第二種区域を含む)に所在する住宅で､昭和59年３月31日までに建設され

た住宅（平成17年10月20日の告示により、区域見直し後の85Ｗ以上の区域は、平成17

年10月20日までに建設された住宅） 

    ・ 一度防音工事を実施してから10年以上経過し､その後建て替えた住宅又は建て替え計

画のある住宅 

 

   ② 対象室数 

    ・ 工事の対象となる室数は、世帯人員に1を加えた部屋数で、５室が限度（外郭及び防

音区画改善工事を除く） 

       （１人２室、２人３室、３人４室、４人以上５室） 

 

   ③ 工事内容 

    ・ 第１工法（80Ｗ、85Ｗ以上の区域） 

       壁､天井の遮音工事､窓､ふすま､戸等建具の防音建具への取替工事､冷暖房機、換気

装置を設置する空調工事 

    ・ 第２工法（75Ｗの区域） 

       第１工法の内容から壁、天井の遮音工事を除いた工事 

 

   ④ 機能復旧工事 

    ・ 防音工事により設置した冷暖房機が､10年以上経過し､その機能の全部又は一部を保

持していない場合 

    ・ 防音工事により外部開口部に設置した防音建具が一定期間経過し､その機能の全部又
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は一部を保持していない場合 

 

   ⑤ 「バリアフリー対応住宅」「フレックス対応住宅」あるいは身体障害者､要介護者が居

住する住宅を対象とした防音区画改善工事及び85Ｗ以上の区域に所在する住宅を対

象として、家屋全体を一つの区画として、その外郭について行う外郭防音工事もあ

る。 

 

第一種区域 

ＷＥＣＰＮＬ85以上90未満(第１工法) 

 

ＷＥＣＰＮＬ80以上85未満(第１工法) 

 

ＷＥＣＰＮＬ75以上80未満(第２工法) 

昭和54年８月31日指定 

平成19年５月１日指定解除 

昭和55年９月10日指定 

平成19年５月１日一部指定解除 

昭和59年３月31日指定 

平成17年10月20日指定 

平成19年５月１日一部指定解除 

第二種区域 ＷＥＣＰＮＬ90以上(第１工法) 
昭和54年８月31日指定 

平成19年５月１日指定解除 

 

※ 平成17年10月20日に横田飛行場に係る第一種区域（住宅防音工事の助成対象区域）等の指定

及び指定解除に係る告示が行われた。指定が解除された区域及び区域が見直された区域では、

平成19年４月30日までに住宅防音工事希望届の提出を行った場合には、従来と同じ内容で住宅

防音工事の助成が適用された。（解除適用日：平成19年５月１日） 
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昭島市住宅防音工事実施状況 

 

新規 追加 特定新規 特定追加 建替 区画改善 外郭 告示後

S50～
H13年度

9,144 5,528 230 32 12 1

H14年度 121 24 62 56 15

H15年度 105 32 37 1 26 48

H16年度 106 46 291 1 27 153

H17年度 57 35 226 3 16 2 54 2

H18年度 58 59 6 15 9 3 97 2

H19年度 30 104 2 49

H20年度 81 47 58 15 1 2 89

H21年度 25 23 5 1 20 3 38

H22年度 15 10 7 4 16 8 36

H23年度 13 10 4 0 9 11 46

H24年度 11 2 2 0 3 8 39

H25年度 5 2 2 0 4 9 12

H26年度 4 2 2 0 4 3 11

H27年度 4 1 2 1 6 7 14

H28年度 3 1 1 0 3 2 20 0

H29年度 2 1 1 0 3 7 9 0

H30年度 0 1 1 0 9 5 2 0

R1年度 3 8 1 0 1 16 7 5

R2年度 0 4 1 1 2 11 14 0

計 9,787 5,940 941 74 227 98 753 9

・新規とは、防衛省告示により区画指定された日に現に所在する住宅に対して実施する工事。

・特定新規、特定追加とは、特定住宅防音事業にもとづき、80WECPNL以上の区域で、75WECPNL以上、

　80WECPNL未満の告示日までに建設された住宅（いわゆる告示後住宅）に対して実施する防音工事。

・建替とは、建替住宅防音事業にもとづき、80WECPNL以上の区域において、過去に防音工事の助成を

　受け、その後建替られた住宅、または建て替えられる住宅で防音工事完了後10年以上経過した住宅を

　対象に防音工事の再補助を実施する工事。平成11年度から実施されている。なお、平成12年度から

　75WECPNL以上の区域も対象となった。　

・区画改善とは、告示日の住宅で、バリアフリーである住宅について防音補助を行う工事。平成12年度

　から実施されている。

・外郭では、85WECPNL以上の区域において、世帯人員に関わりなく居室及びユーティリティによる

　家屋全体を遮音構成上一つの区画となるように行う工事である。平成14年度から実施されている。

単位：世帯

 工事実施世帯数は、北関東防衛局調べによる
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ウ 移転の補償等（第５条） 

     航空機の離着陸等の頻繁な実施により騒音が特に著しいと認めて、防衛施設庁長官が

指定した区域内に現存する建物等の所有者が移転等を希望した際、予算の範囲内におい

て国が補償する制度である。 

 

（集団移転） 

 本市においては、横田基地滑走路の南端に隣接し航空機騒音被害の最も著しい堀向地

区住民から、航空機騒音の防止と危険排除を求める請願が市議会に提出されたことに端

を発し、国の法律が制定される以前、全国初のケースとして集団移転が実施された。 

（集団移転経過） 

昭和39年７月 
堀向地区住民（和泉会、中央会）は、航空機騒音により「他地区へ移転できる

補償をしてほしい」と請願を市議会に提出 

昭和39年10月 
市及び市議会は、この請願の趣旨に沿って政府に民生安定対策を強く求め、集

団移転問題が動き出した 

昭和40年７月 
政府は、「基地問題等閣議懇談会了解事項」を発表し、移転問題についての基

本となるべき解決方針を打ち出した 

昭和41年11月 
和泉会、中央会の224戸が移転することになり、その移転先について、市が都

営住宅などを斡旋、また、宅地造成して、移転先の確保を図ることになる 

昭和42年３月 

市の宅地造成事業は、団地内総面積約33,900㎡、区画数154区画、１区画当り

の標準面積140㎡として設計、団地の名称は、大神町の字名をとり「東ノ岡団

地」と仮称した 

昭和42年10月 「東ノ岡団地」宅地造成工事着手 

昭和43年２月 「東ノ岡団地」宅地造成工事完了 

昭和47年３月 
42年度から46年度までの入居者 153世帯。残り１区画は、地元自治会集会所用

地として分譲し、５年にわたる「東ノ岡団地」への集団移転事業は完了した 

昭和49年３月 
これまでに、堀向地区の移転指定区域内に居住していた約840世帯のうち、570

世帯が「東ノ岡団地」、都営住宅、市外などに移転した 
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航空機騒音による集団移転（拝島町堀向地区） 

 

集団移転前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移転後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 
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出典： 

国土地理院撮影の航空写真 

（昭和31年撮影）より一部抜粋 

出典： 

国土地理院撮影の航空写真 

（昭和62年撮影）より一部抜粋 

 

出典： 

航空写真撮影デジタル画像データ

より一部抜粋（令和４年1月撮影） 
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 （移転後の国有地について） 

    集団移転後の堀向地区（昭島市美堀町２丁目及び３丁目）に所在する国有地は、住宅地

に虫食い状態に点在しており、雑草が繁茂し、夏季には蚊の発生、冬季には枯草による火

災の危険性等、地元住民からの苦情が絶えなかった。昭和45年１月に野火が発生したこと

を機に、地元住民は自ら除草を行い、さらに雑草の繁茂を防止する目的で菜園等を設置し、

良好な住環境の確保に努め、半世紀余りにわたる期間が経過した。 

    こうした中、平成28年度の会計検査で、当該地域における国有地について、国によって

適正に管理されていない旨の指摘がされた。国は問題の解決に向け、土地の有効活用を図

る観点から、これまでの公共的な目的の使用のほか、新たに個人への有償での使用許可を

認める方針を示し、令和元年８月、地元住民に対する説明会を開催した。しかしながら、

国が示す方針に対し一部住民からは同意を得るに至らなかった。更なる混乱を招くことが

懸念されたことから、市は国の取組に協力し、地域住民の意向を踏まえ、令和３年度より

市民花壇として使用許可を受けた国有地を、市民に有償で貸し出すこととした。 
  

令和４年４月1日現在 市民花壇使用件数 28件 使用面積 771.48㎡ 
  

 

 

 

点在する国有地 

市民花壇 
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   エ 基地周辺財産の使用（第７条） 

     基地周辺には、航空機の離着陸等により生ずる騒音障害が著しい地域について、移転

等により国が買い入れた土地がある。昭島市には約15.5ｈａの国有地があり、緑地帯そ

の他の緩衝地帯等となっている。市では、これらの国有地の一部を「防衛施設周辺の生

活環境の整備等に関する法律」第７条（買い入れた土地の無償使用）により、国から借

用し広場等として活用している。また、平成23年には国の整備による施設を含む公園

「エコ・パーク」が開園した。 

 

使 用 目 的 面積（㎡） 

公  園 38,861.19 

広  場 2,815.07 

種苗育成施設 4,843.63 

資材保管施設 3,184.10 

道  路 4,162.84 

消防関係施設 57.0 

下水道関係施設 1,563.66 

ごみ処理施設 19,867.70 

掲示板等小規模施設 7.64 

市民花壇 771.38 

合  計 76,134.21 

 

オ 民生安定施設の助成（第８条） 

    前記第３条､第４条の助成が障害を直接的に防止し､又は軽減するため公共施設及び住宅

について、必要な工事を行うときの助成であるのに対し､本条は防衛施設の設置又は運用に

より周辺地域の住民が生活上又は事業活動上被る阻害を障害として幅広く捉え､地方公共団

体が民生安定の見地から､その障害の緩和に資するために行う施設の整備について､必要な

措置を採るとき国がその費用の一部を補助するものである｡ 
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(過去10年間の事業) 

平成24年度 
市民会館・公民館大規模改修工事（設計） 

市民会館・公民館大規模改修工事 

平成25年度 

松原町コミュニティセンター新築工事 

消防ポンプ車購入 

昭和会館耐震診断調査 

拝島会館耐震診断調査 

市民会館・公民館大規模改修工事 

平成26年度 
福島会館空調設備等改修工事（設計） 

拝島会館耐震補強等工事（設計） 

平成27年度 

福島会館空調設備等改修工事 

昭和会館気密建具取替等改修工事（設計） 

拝島会館耐震補強等工事 

平成28年度 

防災行政無線等デジタル化事業 

昭和会館気密建具取替等改修工事 

（仮称）教育福祉総合センター整備事業 

平成29年度 

防災行政無線等デジタル化事業 

（仮称）教育福祉総合センター整備事業 

緑会館空調設備等改修工事（設計） 

平成30年度 

防災行政無線等デジタル化事業 

教育福祉総合センター整備事業 

緑会館空調設備等改修工事（設計） 

令和元年度 
防災行政無線デジタル化事業 

教育福祉総合センター整備事業 

令和２年度 
防衛行政無線デジタル化事業 

大神会館外壁等改修工事（設計） 

令和３年度 
防衛行政無線デジタル化事業 

大神会館外壁等改修工事 
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８条（過去10年間の補助金）                    （単位：千円） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

82,938 369,059 3,287 95,341 117,118 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

170,626 962,503 1,598,136 45,968 97,873 

 

 

カ 特定防衛施設周辺整備調整交付金（第９条） 

    国は、防衛施設の設置又は運用が、周辺地域に及ぼす影響等を考慮したとき、特に配慮

する必要があると認められる場合に､防衛施設及び市町村をそれぞれ特定防衛施設及び特定

防衛施設関連市町村として指定、交付金を交付することができる。交付金は、公共用施設

の整備のための費用に充てるとされてきたが、平成23年４月、法律の一部改正が行われ、

生活環境改善・地域開発の円滑な実施に寄与する事業、基金造成のための費用としても充

当することが認められた。なお、交付額については、防衛施設の形態、運用様態、市町村

の状況等の条件に基づき算出される。 

 

（過去10年間の事業） 

平成24年度 

航空機騒音測定機器購入 

なしのき保育園内壁等改修工事 

自動体外式除細動器購入 

清掃センター焼却施設改修（白煙防止空気加熱器及び空気予熱器・主灰出しコ

ンベア・排ガス分析計・誘引送風機・無停電電源装置） 

防災衛星携帯電話購入 

小・中学校音声調整卓購入 

小・中学校プール改修工事 

拝島第二小学校プール浄化装置改修工事 

小学校グラントピアノ購入 

清泉中学校給食配膳用昇降機改修工事 

堀向会館耐震補強工事（設計） 

市民会館大ホール舞台機構改修工事 

学校給食調理用機器整備事業 

消防団第１分団詰所耐震補強工事（設計） 

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 

平成25年度 

松原町三丁目児童遊園便所改築工事 

清掃センター焼却施設精密機能検査 

消防団第１分団詰所耐震補強工事 
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小学校音声調整卓購入 

中学校プール改修工事 

小学校プール浄化装置改修工事 

小学校給食配膳用昇降機改修工事 

小学校グランドピアノ購入 

小学校教育用コンピュータ購入 

堀向会館耐震補強工事 

運動施設管理用トラクター購入 

学校給食調理用機器整備事業 

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 

平成26年度 

清掃センター焼却施設修繕 

交通安全施設設置工事 

朝日備蓄倉庫外壁等改修工事 

消防団第２分団詰所外壁等改修工事 

防災行政無線等デジタル化事業 

小・中学校音声調整卓購入 

小・中学校プール改修工事 

小学校プール浄化装置改修工事 

小学校給食配膳用昇降機改修工事 

玉川会館耐震補強工事 

学校給食用給食調理機器整備事業 

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 

平成27年度 

廃棄物収集運搬車購入 

消防ポンプ車購入 

（仮称）拝島駅前備蓄倉庫整備事業 

防災行政無線等デジタル化事業 

小学校プール改修工事 

小学校プール浄化装置改修工事 

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 

平成28年度 

航空機騒音測定機器整備事業 

廃棄物収集運搬車購入 

小・中学校プール・浄化装置改修工事 

小学校プールピット改修工事 

中学校校庭防球ネット設置工事 

学校給食用食器洗浄機購入 
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特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 

平成29年度 

 

拝島駅前備蓄倉庫新築工事 

小学校プール改修工事 

市民会館・公民館屋上等防水改修工事  

市民交流センター建設事業基金 

乳幼児医療費助成事業基金  

中学校コンピュータ教室等機器整備事業基金  

アキシマクジラ化石複製品等作成事業基金  

市民会館・公民館外壁改修事業基金 

平成30年度 

あきしまくじら号作成事業  

小学校プール改修工事   

 学校給食調理備品購入 

市民交流センター建設事業基金  

乳幼児医療費助成事業基金  

小学校コンピュータ教室等機器整備事業基金  

中学校コンピュータ教室等機器整備事業基金 

アキシマクジラ化石複製品等作成事業基金  

市民会館・公民館外壁改修事業基金 

図書館システム整備事業基金 

令和元年度 

公共施設防犯カメラ設置事業  

郷土資料室展示環境整備事業  

教育福祉総合センター備品購入  

中学校プール改修工事  

学校給食備品購入  

市民交流センター建設事業基金  

乳幼児医療費助成事業基金  

学校図書館支援員配置事業基金 

小学校デジタル教科書整備事業基金 

小学校コンピュータ教室等機器整備事業基金  

中学校コンピュータ教室等機器整備事業基金  

アキシマクジラ化石複製品等作成事業基金   

図書館システム整備事業基金 

令和２年度 

公共施設防犯カメラ設置事業  

昭島駅南口立体自転車等駐車場塗装等工事  

（仮称）都営昭島福島町団地備蓄倉庫新築等工事（設計）  
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小学校プール浄化装置改修工事  

市民会館・公民館舞台設備改修工事（設計） 

学校給食備品購入 

市民交流センター建設事業基金  

乳幼児医療費助成事業基金  

学校図書館支援員配置事業基金  

小学校デジタル教科書整備事業基金 

小学校コンピュータ教室等機器整備事業基金  

中学校デジタル教科書整備事業基金  

中学校コンピュータ教室等機器整備事業基金 

図書館システム整備事業基金 

令和３年度 

航空機騒音測定機器購入  

東中神駅前備蓄倉庫新築工事  

総合スポーツセンター外壁等改修工事（設計） 

学校給食調理備品購入 

中学校給食施設備品購入 

市民交流センター建設事業基金  

乳幼児医療費助成事業基金  

小学校コンピュータ教室等機器整備事業基金  

中学校コンピュータ教室等機器整備事業基金  

英語技能調査事業及び体験型英語学習施設利用事業基金 

図書館システム整備事業基金  

 

９条（過去10年間の交付金）                     （単位:千円） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

295,158 282,733 285,911 293,723 296,774 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

334,606 341,793 361,882 420,027 457,298 

 

（２）その他の助成 

   ア 防音事業関連維持費 

 防音工事が施工された学校､保育園を対象に温度保持設備等で使用した電気料金､ガス料

金の基本料金に３分の２を、使用料金に10分の５．５を乗じて得られた額の範囲内におい

て補助されている｡ 

 平成28年度以降、３級及び４級機能復旧工事の補助率引き上げ及び維持費における補助
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の見直しがされたことにより、３級及び４級相当の防音工事による機能復旧工事を実施し

た施設の維持費については、補助の対象外となった。 

令和３年度現在、維持費対象施設数は、小中学校17校となっている。 

 

防音事業関連維持費（過去10年間の補助金）              （単位:千円） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

20,132 19,796 15,141 10,540 16,899 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

18,569 19,599 18,603 25,426 18,633 

 

イ 施設区域取得等事務委託金 

    国は、施設区域取得に係る各種連絡調整等の事務経費を市町村に交付している｡ 

（過去10年間の委託金）          （単位:千円） 

 平成24～平成30年度 令和元年度～ 

各年度の委託金 300 320 

 

 

   ウ 基地交付金と調整交付金 

   （ア）基地交付金 

      基地交付金は､「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律（昭和32年法律

第104号）」に基づき､国が所有する固定資産のうち､アメリカ合衆国軍隊に使用させて

いる固定資産及び自衛隊が使用する飛行場､演習場､弾薬庫等の用に供する固定資産が

市町村の区域内に広大な面積を占有し､市町村の財政に著しい影響を及ぼしていること

等を考慮し､固定資産税の代替的性格を基本としながら､これらの施設が所在すること

による市町村の財政需用に対処するための財政補給金的なものとして交付されるもの

である｡ 

 

基地交付金（過去10年間の交付金）               （単位:千円） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

13,198 13,259 13,107 13,107 13,107 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

13,575 13,349 14,139 14,211    14,199 
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（イ）調整交付金 

     調整交付金は､本市では該当がないが「施設等所在市町村調整交付金（昭和45年自治省

告示第224号）」に基づき、アメリカ合衆国軍隊の所有する資産が市町村助成交付金の対象

とされていないこと並びに米軍及びその構成員等に係る固定資産税､軽自動車税等の市町

村税の非課税措置による税財政上の影響を考慮して､財政補給的なものとして交付される

ものである｡ 

 

 

   エ 再編交付金 

再編交付金は、新しい訓練の実施や施設建設等、在日米軍の再編計画に関係する自治体

に対し「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法）」に基づき交付された。 

 

（これまでの事業） 

平成19年度 崖線緑地保全事業（用地取得） 

平成25年度 

コミュニティバス購入 

防犯カメラ購入 

玉川備蓄倉庫整備用地取得 

玉川備蓄倉庫新築工事設計 

教育振興基金 

エコ・パーク管理運営基金 

平成26年度 

防犯カメラ購入 

玉川備蓄倉庫新築工事 

もくせいの杜備蓄倉庫整備事業 

教育振興基金 

平成27年度 

防犯カメラ購入 

もくせいの杜備蓄倉庫新築工事 

教育振興基金 

平成28年度 
防犯カメラ購入 

教育振興基金 

 

再編交付金（これまでの交付金）                  （単位:千円） 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

25,958 69,204 69,204 69,204 103,835 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

103,835 103,835 103,835 77,876 51,888 
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６ 基地と市議会 

 （１）市議会の組織                  （令和４年４月１日現在） 

  ［議員定数］ 現議員数  22名 

         条例定数  22名 

  ［構  成」    

                                  定数 

    常任委員会   総務委員会                 ７名 

            厚生文教委員会               ８名 

            建設環境委員会               ７名 

 

    議会運営委員会                       ５名 

 

    特別委員会   交通機関改善対策特別委員会         ５名 

            基地対策特別委員会             ７名 

            立川基地跡地利用対策特別委員会       10名 

 

 

（２）基地対策特別委員会 

   横田基地に起因し発生する航空機騒音は、朝鮮戦争終結時を境に航空機がプロペラ機か

らジェット機に移行したことに伴い一層激化した。 

   この航空機騒音に耐えかねた堀向地区周辺住民1,236名の署名により、昭和35年12月の市

議会に「米軍基地による堀向地区騒音防止について」の請願が提出された。 

   市議会では、「横田基地騒音対策特別委員会（７名）｣を設置し、騒音被害の防止等に取

り組み一定の成果を得た。 

   以来、議会の立場から機会を捉えては政府関係当局をはじめ米軍当局に対して騒音被害

の実情を訴え、騒音の軽減、障害防止施策の充実等の要請活動を行うなど民意の反映に努

めている。 
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（３） 基地関係の主な決議・意見書 

議 決 年 月 日 件               名 

昭和37年10月30日 基地周辺対策特別措置法制定要望の決議 

昭和38年12月14日 
Ｆ１０５Ｄ戦闘爆撃機の板付基地より横田基地への移駐反対に関する

決議 

昭和39年９月９日 米軍航空機の墜落事故等危険防止に関する要望決議 

昭和39年12月24日 横田基地周辺の騒音及び危険排除に関する要求決議 

昭和41年10月５日 大型輸送機及びＦ１０５Ｄ機の即時撤去と騒音激増に抗議する決議 

昭和42年10月５日 Ｆ４ファントム機の横田基地配備反対に関する決議 

昭和42年12月20日 掘向地区集団移転後の空地利用に関する意見書 

昭和43年３月30日 基地周辺の障害防止工事促進に関する要望決議 

昭和43年３月30日 
駐留軍関係離職者等臨時措置法の存続と同離職者対策センター無料職

業紹介事業認可促進に関する要望決議 

昭和43年６月６日 米空軍の横田基地より即時撤退を要求する決議 

昭和43年９月18日 駐留軍労務者の離職対策に関する要望決議 

昭和44年３月26日 基地関係公害対策確立に関する意見書 

昭和44年３月26日 横田基地へのジェット空輸部隊配置反対に関する決議 

昭和44年10月27日 米軍弾薬庫の横田基地移設反対に関する決議 

昭和46年10月18日 立川基地の平和利用に関する意見書 

昭和46年12月23日 立川基地の自衛隊移駐強行に抗議する決議 

昭和47年７月24日 
横田基地からのベトナム出撃即時中止、立川基地自衛隊本隊移駐に反

対する決議 

昭和47年10月27日 立川基地の油流出による多摩川汚染と立入調査拒否に抗議する決議 

昭和47年12月14日 立川基地の平和的公共利用を阻害する自衛隊移駐反対に関する決議 

昭和50年７月28日 米空軍戦術空輸部隊の横田基地移駐反対に関する決議 

昭和50年９月26日 米空軍第３４５戦術空輸部隊の横田基地移駐に抗議する決議 

昭和50年12月19日 横田・立川軍事基地の早期返還と跡地の平和利用促進に関する意見書 

昭和50年12月19日 横田基地周辺の生活環境の整備に関する要望決議 

昭和51年３月31日 基地周辺の生活環境の整備等に関する決議 

昭和51年６月18日 立川基地返還跡地の利用に関する意見書 

昭和52年３月28日 基地返還に伴う損失補償法制定に関する要望決議 

昭和52年８月20日 立川基地跡地に仮称昭和記念公園の設置に関する意見書 
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議 決 年 月 日 件               名 

昭和52年12月20日 立川基地の地元跡地利用計画の実現に関する意見書 

昭和53年11月６日 米軍基地従業員の雇用安定等に関する決議 

昭和54年２月３日 立川飛行場返還国有地の処理に関する意見書 

昭和55年３月28日 基地交付金激減緩和措置の継続に関する意見書 

昭和58年３月23日 ミッドウエー艦載機の横田基地飛行訓練中止に関する意見書 

昭和60年12月20日 横田をはじめ在日米軍基地からの核戦争遂行手段撤去に関する意見書 

昭和62年９月25日 三宅島への米艦載機夜間発着訓練基地建設に反対する意見書 

平成３年３月27日 基地関係予算の増額確保に関する意見書 

平成５年12月17日 横田基地騒音公害訴訟の和解勧告受け入れを求める意見書 

平成７年10月６日 
沖縄県における米兵による少女暴行事件に抗議し、日米地位協定の見

直しを求める意見書 

平成11年６月22日 米軍横田基地の軍民共同使用に反対する意見書 

平成11年６月22日 周辺事態安全確保法に関する意見書 

平成16年９月24日 沖縄、米軍ヘリコプター墜落事故に対する意見書 

平成18年６月22日 基地対策予算の増額等を求める意見書 

平成21年６月23日 基地対策予算の増額等を求める意見書 

平成24年６月25日 「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の延長に関する意見書 

平成24年６月25日 基地対策予算の増額等を求める意見書 

平成25年10月２日 
垂直離着陸輸送機ＣＶ－２２オスプレイを横田基地に配備しないこと

を求める意見書 

平成27年６月16日 横田基地へのＣＶ－２２オスプレイの配備に対する決議 

平成29年６月30日 「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の延長に関する意見書 
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７ 関係団体及び周辺市町との連携 

 （１）全国組織 

   ①全国基地協議会 

    ［設立等の経緯］ 

     昭和30年11月、全国基地協議会の前身である「駐留軍基地関係都市協議会」が

発足した。設立総会には、当時駐留軍に提供された基地の所在する69市のうちの 24

市が出席した。 

     昭和32年５月、「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律」が成立したが、

交付金の対象に自衛隊が使用する固定資産も含まれていたことから、自衛隊所在地の市

にも加盟を依頼した。同年７月に開かれた役員会で規約改正が行われ、協議会の名称を

「基地関係都市協議会」に変更、加盟市は105市となった。 

     昭和33年12月の役員会で協議会の運動をより強力にするため、関係町村に加盟を勧奨

することとした。翌34年２月の総会で、協議会の名称を「全国基地協議会」に変更し

た。令和３年４月１日現在の会員数は、１都159市72町村の232都市町村である。（沖縄県

の自治体は、本協議会には加盟していない。） 

 

全国基地協議会規約 

（昭和30年11月16日制定） 

（名称） 

第１条 この会は、全国基地協議会という。 

（組織） 

第２条 駐留軍及び自衛隊が所在する全国地方団体をもって組織する。 

（事務所） 

第３条 この会の事務所を全国市長会内に置く。 

（目的） 

第４条 この会は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する調査研究並びにその具体的

解決策を強力に推進することを目的とする。 

（事業） 

第５条 この会は、次の事業を行う。 

１．国有提供施設等所在市町村の実態調査並びに研究 

２．国有提供施設等の所在に伴う税収の欠陥に関する対策 

３．その他本会の目的達成に必要なこと 

（役員） 

第６条 この会に次の役員を置き関係団体の長の中より互選する。 

会 長   １ 名 

     副会長   若干名 
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     理 事   若干名 

     監 事   ２ 名 

    役員の任期は２年とする。ただし、任期満了後も後任が決定するまでは、なおその職務

を行う。 

第７条 本会は、必要に応じ顧問及び相談役を置くことができる。 

（会計） 

第８条 本会の経費は各関係団体の分担金、寄附金その他の収入をもってこれを支弁する。 

第９条 本会の毎年度歳入歳出予算は役員会の議決を経て、総会の承認をうるものとする。 

第10条 本会の決算は役員会の認定に付し、総会に報告するものとする。 

（補足） 

第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

（付則・省略） 

［会員数］（令和３年４月現在） 

     232都市町村（１都159市72町村） 

［会 長］ 

 長崎県佐世保市長  朝 長 則 男（令和３年度現在） 
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②防衛施設周辺整備全国協議会 

     ［設立等の経緯］ 

     昭和34年８月、全国防音対策協議会が飛行場基地所在の13市10町村の23市町村により

発足した。 

昭和41年７月、「防衛施設周辺の整備等に関する法律」の成立に際し、基地交付金制度

を同法律に吸収しようとする動きが起こったため全国基地協議会との役割分担を明確に

し、基地周辺の民生安定施策の推進については、「防衛施設周辺整備全国協議会（同年７

月全国防音対策協議会を改組）」が当たることとなった。 

その後、前述の整備法では基地所在市町村の実情にそぐわなくなったため本協議会で

の運動の結果等により、昭和49年５月、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法

律」が成立した。新整備法には、従来の事業の拡充に加え、住宅防音工事助成、特定防

衛施設周辺整備調整交付金（９条交付金）などが盛り込まれた。 

令和３年４月１日現在の会員数は、155市87町村の242市町村である。（沖縄県の自治体

は、本協議会には加盟していない。） 

 

防衛施設周辺整備全国協議会規約 

（昭和41年７月１日制定） 

（名称） 

第１条 本会は防衛施設周辺整備全国協議会という。 

（事務所） 

第２条 本会の事務所を全国市長会内に置く。 

（組織） 

第３条 本会は防衛施設の所在及びその周辺の地方公共団体をもって組織する。 

（目的） 

第４条 本会は自衛隊等の行為によって生ずる損失の補償、障害の防止及び防衛施設周辺の整

備を促進することにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とす

る。 

（事業） 

第５条 前条の目的達成のため次の事業を行う。 

１．損失の補償及び障害の防止又は軽減に関する調査研究及びその対策 

２．防衛施設周辺整備に関する調査研究及びその対策 

３．飛行場周辺の安全に関する調査研究及びその対策 

４．その他防衛施設周辺整備に関し、必要と認めた事業 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置き関係団体の長の中より総会において互選する。 

    ただし、副会長１名は全国基地協議会会長をもってこれに充てる。 
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会 長   １ 名 

     副会長   若干名 

     理 事   若干名 

     監 事   ２ 名 

第７条 役員の任期は２年とする。但し任期満了後も後任者が決定するまで、なおその職務を

行う。 

第８条 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。 

    副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長代理となる。 

    理事は、会務の処理にあたる。 

    監事は、会計の監査にあたる。 

第９条 本会に顧問、参与を置くことができる。 

（会議） 

第10条 理事会は会務及び重要事項を審議する。 

第11条 本会は毎年１回定期総会を開催し、必要あるときは、臨時総会を開くことができる。 

（会計） 

第12条 本会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月31日とする。 

第13条 本会の経費は関係団体の分担金及び寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。 

第14条 本会の毎年度歳入歳出予算は理事会の議決を経て総会の承認をうるものとする。 

第15条 本会の決算は理事会の認定に付し、総会に報告するものとする。 

（補則） 

第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会に諮って会長が定める。 

（付則・省略） 

［会員数］（令和３年４月現在） 

     242市町村（155市87町村） 

［会 長］ 

北海道千歳市長 山 口 幸太郎（令和３年度現在） 
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（２）基地周辺市町との組織 

   ①横田基地周辺市町基地対策連絡会 

    ［設立等の経緯］ 

     横田基地の周辺市町（５市１町）は、昭和58年１月に横田基地において、米空母艦載

機による離発着訓練が開始されたこともあり、基地に起因する騒音等共通の諸問題を相

互に協力し、具体的解決事項について研究協議するため「横田基地周辺市町基地対策連

絡会」を設立した。 

 

 

横田基地周辺市町基地対策連絡会規約 

（昭和58年５月27日制定） 

（名称） 

第１条 この会は、横田基地周辺市町基地対策連絡会（以下「会」という。）という。 

（目的） 

第２条 会は、横田基地の所在することによって起こる共通の諸問題を調査研究するとともに

相互に協力し、関係行政機関と連絡を蜜にし、地域住民の福祉の向上を図るための具体

的解決事項について研究協議することを目的とする。 

（組織） 

第３条 会は、横田基地の所在する次の周辺市町の長により組織する。 

     立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町 

    ２ 会には調整会を設置し、会の運営を行う。 

    ３ 調整会は、会の市町の基地対策担当職員をもって構成する。 

（事業） 

第４条 会は、目的達成のため、次に掲げる事業を行う。 

   （１）横田基地が所在することによって起こる航空機等の事故並びに騒音防止に関する調

査及び研究 

   （２）横田基地が所在することによって起こる騒音その他被害に対する補償措置等に関す

る調査及び研究 

   （３）その他会の目的達成に必要なこと 

（幹事市町） 

第５条 第３条第１項に掲げる周辺市町は順次幹事となり、会及び調整会の運営及び会計にあ

たる。 

２ 幹事市町は、会及び調整会を代表し、会及び調整会の会務を総理するとともに会及

び調整会の経理を処理する。 

３ 幹事市町となる期間は、１年とする。 
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（会議） 

第６条 会の会議は、必要に応じて幹事市町が召集する。 

２ 調整会は、定例会及び臨時会とし、定例会はおおむね毎月１回、臨時会は必要に応

じ、幹事市町が召集する。 

（経費） 

第７条 会及び調整会の活動に要する経費は、加入市町の負担とする。 

（事務局） 

第８条 会及び調整会の事務を処理するため、事務局を幹事市町に置く。 

 

 

（委任） 

第９条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に協議して定める。 

（付則・省略） 

［幹事となる順序］ 

    福生市、昭島市、立川市、武蔵村山市、瑞穂町、羽村市 

［平成28年度幹事市町  瑞穂町］ 

 

   ②横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会 

    ［設立等の経緯］ 

     基地周辺５市１町は昭和58年から連絡会を設立し、基地に起因する諸問題に連携し取

り組んでいたが、平成８年５月東京都知事が横田基地周辺を視察した際、地元自治体か

らの提案を東京都が受け入れ、平成８年11月に東京都と基地周辺市町（５市１町）で組

織する「横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会」を設立した。 

 

 

横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会規約 

（平成８年11月11日制定） 

（名称） 

第１条 この会は、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会（以下「協議会」という。）

と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、東京都と横田基地が所在する周辺市町が密接に連携し、基地に起因する問

題の解決に向け、基地の整理・縮小・返還を含めた協議を行うことにより、住民福祉の

向上を図ることを目的とする。 

（組織） 

第３条 協議会は、東京都及び立川市、昭島市、福生市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町をもっ
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て組織する。 

（事業） 

第４条 協議会は、目的達成のため、次の事業を行う。 

（１）基地に関する問題の解決策の検討 

（２）国、在日米軍への要請 

（３）基地問題に関する情報の収集等 

（４）その他協議会の目的達成に必要なこと 

（役職員） 

第５条 協議会に次の役職員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  １名 

（役職員の選任） 

第６条 役職員の選任は、次の方法による。 

（１）会長は都知事とする。 

（２）副会長は横田基地周辺市町基地対策連絡会の幹事市町長とする。    

（会議） 

第７条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、会長が召集する。 

 ２ 定例会は、都知事及び関係市町長による会議として、年１回の開催とする。 

 ３ 臨時会は、必要に応じて開催する。 

（幹事会） 

第８条 協議会の下に幹事会を置く。 

 ２ 幹事会は、協議会の運営に関する調査事項を処理する。 

 ３ 幹事は、東京都都市整備局の理事級職及び関係市町の基地対策担当部長をもって充て、

幹事長は東京都都市整備局の理事級職とする。 

  

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、東京都に置く。 

（会計） 

第10条 協議会の会計は毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

２ 協議会の活動に必要な経費は、加入都市町の負担とする。 

３ 協議会の予算の決定及び決算の承認は、定例会において行う。 

（補則） 

第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、協議会にはかって会長が定める。 

（付則・省略） 

［会長 ：東京都知事］ 

［副会長：横田基地周辺市町基地対策連絡会の幹事市町の長が務める。］ 
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８ 要請活動（令和３年度） 

 

実施年月日 内     容 

令和３年 

４月２日 

横田基地関係者による飲酒を伴う交通事故について（要請） 

〔横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会〕 

要請先：北関東防衛局長、横田防衛事務所長、 

在日米軍横田基地第374空輸航空団司令官 

 

５月４日 

空母ロナルド・レーガン艦載機の着陸訓練について（要請） 

〔横田基地周辺市町基地対策連絡会〕 

  要請先：外務大臣、防衛大臣、北関東防衛局長、横田防衛事務所長、 

在日米軍司令官、在日米軍海軍司令官、米海軍厚木航空施設司令官、 

米海軍第６空母航空団司令官、第５空軍司令官、在日米軍横田基地第

３７４空輸航空団司令官 

 

 ５月17日 

米空軍グローバル・ホークの横田飛行場への一時展開について（要請） 

〔横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会〕 

  要請先：北関東防衛局長、横田防衛事務所長、 

在日米軍横田基地第374空輸航空団司令官 

令和３年 

 

7月14日 

 

・防衛施設周辺整備事業に係る補助事業採択基準等の適切な見直しを求める要請 

・基地周辺整備対策の推進について要請 

［昭島市］ 

要請先：防衛大臣、北関東防衛局長 

 ７月21日 

ＣⅤ-２２オスプレイの横田飛行場配備について（要請） 

〔横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会〕 

  要請先：外務大臣、防衛大臣、北関東防衛局長 

     在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 

 ９月28日 

仙台空港へのCV-22オスプレイの予防着陸について（要請） 

［横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会］ 

要請先：北関東防衛局長、横田防衛事務所長、 

在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 

 11月30日 

横田基地における正月三が日の飛行停止について（要請） 

［横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会］ 

要請先：北関東防衛局長、横田防衛事務所長、 

在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 

12月２日 

館山航空基地へのＣＶ２２オスプレイの予防着陸について（要請） 

［横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会］ 

 要請先：北関東防衛局長、横田防衛事務所長、 

在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 
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実施年月日 内     容 

12月24日 

横田基地対策に関する要望（総合要請） 

国への要望事項 

［横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会］ 

要請先：内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、 

環境大臣、防衛大臣、北関東防衛局長 

12月27日 

横田基地対策に関する要請（総合要請） 

在日米軍への要望事項 

［横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会］ 

要請先：在日米軍兼第５空軍司令官、 

在日米軍横田基地第３７４空輸航空団司令官 

令和４年 

１月７日 

横田基地における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について（要請） 

［横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会］ 

 要請先：外務大臣、防衛大臣、北関東防衛局長、横田防衛事務所長 

      在日米軍兼第5空軍司令部司令官、在日米軍横田基地第374空輸航空団 

      司令官 

※ 記載内容は、令和４年３月31日現在  

 


